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竹原市民生産業委員会 

 

平成２８年２月２５日開会 

 

会議に付する事件 

（付託案件） 

１ 議案第 ４号 竹原市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条

例案 

２ 議案第 ５号 竹原市消費生活センターの組織及び運営等に関する基準を定める条例

案 

３ 議案第 ６号 竹原市重度障害者介護手当支給条例を廃止する条例案 

４ 議案第１５号 竹原市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例案 

５ 議案第１６号 竹原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営

に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例案 

６ 議案第１８号 平成２７年度竹原市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

７ 議案第２０号 平成２７年度竹原市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

８ 議案第２１号 平成２７年度竹原市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

９ 議案第２２号 平成２７年度竹原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 

（その他議案関連報告） 

１ 議案第１７号 竹原市一般会計補正予算（第４号） 

   （産業振興課，上下水道課，建設課，都市整備課） 

   （市民健康課，まちづくり推進課，福祉課，子ども福祉室） 

 

（行政報告） 

1 平成２７年度建設工事執行状況 

2 竹原市子育て・高齢者・障害者あんしん住宅改修助成事業 交付状況 

 

（その他） 
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１ 閉会中の継続審査（調査）の申出について 
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  （平成２８年２月２５日） 

   出席委員 

        

氏     名 出  欠 

高  重  洋  介 出 席 

井  上  美 津 子 出 席 

松  本     進 出 席 

宇  野  武  則 出 席 

宮  原  忠  行 出 席 

道  法  知  江 出 席 

大  川  弘  雄 出 席 

 

   委員外議員出席者 

氏     名 

脇  本  茂  紀 

北  元     豊 

川  本     円 

堀  越  賢  二 

今  田  佳  男 

竹  橋  和  彦 

 

  職務のため会議に出席した者は，下記のとおりである 

    議会事務局長                   西 口 広 崇 

    議会事務局次長     住 田 昭 徳 

    議事庶務係主事     前 本 憲 男 



- 4 - 

説明のため会議に出席した者は，下記のとおりである 

 

職      名 氏    名 

副    市    長 細 羽 則 生 

市 民 生 活 部 長 今 榮 敏 彦 

建 設 産 業 部 長 谷 岡   亨 

福 祉 課 長 平 田 康 宏 

産 業 振 興 課 長 桶 本 哲 也 

建 設 課 長 大 田 哲 也 

都 市 整 備 課 長 有 本 圭 司 

上 下 水 道 課 長 木 村 忠 志 

市 民 健 康 課 長 森 重 美 紀 

まちづくり推進課長 國 川 昭 治 

子 ど も 福 祉 室 長 井 上 光 由 
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              午前９時５５分 開会 

委員長（高重洋介君） 皆さんおはようございます。 

 開会前に委員長から一言申し上げます。 

 前回もお願いしましたが，会議を録音しておりますので，発言する際には必ずマイクの

スイッチをオンにしてください。また，発言が終わりましたらスイッチをオフにしてくだ

さい。発言に当たっては，挙手の上，委員長の許可を得た後，発言して頂きますようよろ

しくお願いを致します。 

 議事の進行ですが，前回に引き続き付託案件の審査を２回に分け，１回目は詳細にわた

る質疑，その後，委員による自由討議を行います。第２回目は，自由討議の結果を踏ま

え，引き続き大綱的な一括質疑の後，一括討論，個別表決と考えております。 

 以上の進行方法により会議を進めてまいりますので，御了承のほどよろしくお願い致し

ます。 

 さらに，全ての議案審査終了後，所管事務調査等について協議致しますので，委員の皆

さんには引き続きよろしくお願いを致します。 

 ただいまの出席委員は７名であります。定足数に達しておりますので，平成２８年第１

回定例会の民生産業委員会を開会致します。 

 副市長より発言の申し出がありましたので，それを許可致します。 

 副市長。 

副市長（細羽則生君） 改めましておはようございます。 

 委員長をはじめ委員の皆様におかれましては，早朝から，またお忙しい中，委員会を開

催頂きましてありがとうございます。 

 本日は，第４号議案から第２２号議案，計９議案につきまして御審議頂くことになって

おります。先立ちまして，まず市民生活部に所掌します案件につきまして御審議頂きます

ので，どうぞよろしくお願い致します。 

委員長（高重洋介君） 本日，本委員会に付託を受けております案件は，付託議案等一覧

表に記載のとおりであります。 

 これより議事に入ります。 

 それでは，本委員会に付託されました諸議案を一括上程致します。 

 本案の概要について順次執行部の説明を求めます。 

 議案第６号の説明を求めます。 
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 福祉課長。 

福祉課長（平田康宏君） それでは，今回福祉課からは３件の条例案を提案致しておりま

す。４枚ものの別紙により御説明をさせて頂きます。 

 まず，１件目でございますが，議案第６号竹原市重度障害者介護手当支給条例を廃止す

る条例案についてでございます。 

 別紙の２枚目をごらんください。 

 まず，１の要旨でございますが，本条例につきましては，国の障害者福祉制度充実，本

市の障害福祉施策の推進状況を鑑みまして，重度障害者介護手当支給事業を廃止するとい

うものでございます。 

 ２の現行の制度内容等でございますが，１，目的と致しまして重度障害者の援護の充実

並びに保護者の精神的，経済的援助，（２）と致しまして対象者，ア，在宅の５歳以上２

０歳未満の身体障害者手帳１級を所持する自力で起居及び移動が困難な者の保護者，イと

致しまして在宅の５歳以上２０歳未満の療育手帳○Ａを所持する者の保護者，なお対象とな

る障害者が施設に入所している時などは支給対象とはならないこととなっております。

（３）支給額でございますが，重度障害，身体障害者手帳１級と療育手帳○Ａをあわせ持つ

場合でございますが，こちらが月額３，０００円，イと致しまして単一障害，身体障害者

手帳１級，療育手帳○Ａのどちらかを持つ場合，こちらが月額２，０００円でございます。

なお，４番，受給者でございますが，現在この手当の受給者の該当はないとなっておりま

す。 

 ３の廃止の理由でございますが，本事業は在宅の重度障害者施策が不十分であった背景

の中，国の制度が充実強化されるまでの補完的措置と致しまして県の補助事業として昭和

４９年に創設，開始され，その後，平成１１年度に県の補助事業が廃止されて以降は単市

の事業として継続してまいりました。創設当時は障害者に対する在宅福祉施策がほとんど

ない状況でございましたが，その後，障害者基本法の改正，障害者総合支援法の施行な

ど，障害者施策は目まぐるしく変化をする中，現在では居宅介護及び短期入所をはじめと

する障害福祉サービス提供事業者が増加し，低所得者の自己負担分の軽減を図りながら在

宅サービスを提供している状況にあります。また，重度障害者の入院時における医療従事

者との意思疎通の円滑化を図ることを目的とした新たな支援事業の実施を予定している状

況を踏まえまして総合的に判断致しまして本事業を廃止するというものでございます。 

 最後に，４の施行期日でございますが，これは公布の日とするものでございます。 
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 議案第６号につきましては以上でございます。 

委員長（高重洋介君） ただいまの説明に質疑のある方は挙手にてお願いを致します。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） 総括質問でもしたわけなのですけども，ちょっと今数が，対象者と

言われたのかもわかりませんが，もう一回そこを聞き漏らしたんで確認をしたいと思いま

すが。 

 この条例があって，５歳から２０歳未満ということで，それぞれ身体，知的という対象

者がおられます。具体的な，もう一回確認を含めてちょっとその対象者の数をお聞きした

いのと，それと支給というのは月額２，０００円，３，０００円と条例に書いてあります

けれども，財源がどのくらいになるんかということも改めて確認しておきたいということ

と，それで大変気になるのは，総括質問でも私はしましたけれども，この廃止そのもので

す。 

 だから，いろいろやっぱり家族でこの在宅でこういう利用者に対する，市の方からはわ

ずかなと思うかもしれないけれども，受け取る側としてはやっぱりいろいろな一つの金額

は少ないかもしれないけれども，やっぱりその励みになって社会的に支えてくれる手当み

たいな奨励金といいますか，励ますお金になるなという，やっぱり受け取る側としてはそ

ういう大きな励みになると思うんです。ですから，私はこれまでやってきたことを是非や

っぱり存続させるべきだという立場なんですけれども，あえてやっぱり廃止するというか

らには，少なくともこの対象者の方々の介護の負担というものが見える形での軽減という

のがないと，私はただいろいろ総合的に判断して，いろいろサービスが拡充されたから総

合的に判断されて廃止するんだということでは私はまずいんじゃないんか，いけないんじ

ゃないんかなと思うんで，気になるのはこの廃止する，激励になっている，それにかわる

新サービスはないというふうに昨日確認したんだけども，その点について間違いないの

か，サービスはないけれども，総合的に判断したら廃止することになったということで言

い切っていいのかどうかを確認しておきたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 福祉課長。 

福祉課長（平田康宏君） お答え致します。 

 まず１点目でございますが，先ほど御説明申し上げましたのは，受給者が現在該当がい

らっしゃらないということでございます。現行の条例の対象者でございますが，申し上げ

ますと，項目がございまして，その項目にいずれも該当する方が対象となっております。
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申し上げますと，市内在住の身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者の方，また障

害者総合支援法に規定致します障害支援区分４以上の方，また障害者総合支援法に基づき

ます重度訪問介護のサービスを現に利用または身障手帳の１級かつ両上肢及び両下肢の機

能の障害を有するもので，居宅介護サービスを現に利用していらっしゃる方，またもう一

点は，認定調査の項目のコミュニケーションが日常生活に支障がないとされている者以外

の方で，入院時において同等以上の方ということでございまして，かなり対象と致しまし

ては該当する事項が多いということもございます。 

 財政面につきましては，先ほども申し上げましたが，重複障害の方は月額３，０００

円，単一障害の方は２，０００円ということで，平成１１年度までは県の補助事業でござ

いましたが，それ以降は単市で行っているというものでございます。 

 もう一点，新たなサービスでございますが，さきの本会議でも申し上げましたが，新し

い事業，重度障害者入院時コミュニケーション支援事業につきましては，この重度障害者

介護手当にかわる制度ではございませんが，冒頭申し上げましたが，これまで昭和４９年

以降に行っております障害福祉サービスが一定には充実してきたということもございまし

て，この時期に今回廃止するというふうに総合的に判断したものでございます。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 確かに対象者はないということでしたね。ですから，財源的には今

影響はないんでしょうけども，例えば廃止するというからには，一つは今後はそういうこ

とが対象者は出てこないだろうと，出てきたとしてもそれにかわるサービスというのか，

さっき言ったいろいろな福祉サービスの分が充実してるから，こういった奨励金，介護手

当というのか，励ますという意味で奨励金を使っているんだけども，こういう手当てはも

う必要ないんじゃないかと，もう対象者は今後も出てこないし，仮に出てきたとしてもそ

れにかわるようなサービスが提供できているから，もう必要ないんじゃないんかというふ

うに理解していいんですか。 

委員長（高重洋介君） 福祉課長。 

福祉課長（平田康宏君） 対象者の関係でございますが，重度の心身障害児または心身障

害者の方はなかなか実態を正確に把握できない面もございます。と申しますのは，こうい

った方々は，入退院を繰り返していらっしゃる場合が多いということもございます。ま

た，知的障害であります療育手帳に関しましては，障害の等級が年齢とともに変化するこ
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とがあるということもございます。例と致しますと，今療育手帳Ａの方が○Ａに年齢ととも

に変わるということもございますし，そういった方が施設入所を常に検討していらっしゃ

る場合も多いと認識しております。そういった施設入所の決定の場合は広島県が行うた

め，市ではその入所時期が正確にはわからない面もございます。そうは申しましても，こ

の手当ての制度につきましてはホームページ等で一定の周知は図っております。そういっ

た意味で申請主義ということでございますが，現在は受給者がいないという状況でござい

ます。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） ちょっと部長に聞くけれども，さっき私が言うたのは，この廃止し

てもこれ対象者はもういないよとか，それで仮にそういう申請であったとしても，かわる

ようなサービスが提供できているから，もうこの必要性がなくなったというんならもうい

いんですよ。しかし，そうじゃなくて，実態もなかなかつかめない。こういう対象者もな

いとは明確に言われないわけですからね，いろんな変化で起こり得るわけですから。です

から，今ゼロの分で関係ない，予算もなってない，もし仮に出た場合に備えとして置いと

くこと自体が何で経費の無駄になるとか，そういうことはないでしょう。そこをちょっと

聞かせてください。 

委員長（高重洋介君） 市民生活部長。 

市民生活部長（今榮敏彦君） 一昨日も御説明を少しさせて頂きましたけれども，障害者

総合支援法の成立というものは非常に大きな効果があったという認識をしてございます。

福祉サービスに関わりましては，介護給付でありますとか，訓練等の給付または新年度か

ら新たに事業開始をする地域生活支援事業など，様々な事業として拡充をされてきた。事

業として拡充されてきたということは，いわゆる対象者の受益というものも膨らんでいる

というふうに認識しております。総額で言いまして，障害者政策に関わる経費というの

は，ここもう七，八年でおそらく１．５倍ぐらいに経費としては膨らんでいるというふう

に認識をしてございます。ただ具体対象者につきましては，これはあくまでも要件がいわ

ゆる漏れなく救うためにといいますか，そういうことを昭和４９年当時，まだ制度そのも

のが充足されてない中で成立された背景と今を比べますと，やはり相当程度の大きな拡充

というものがあるというふうに認識をしております。 

 それと，平成１１年に広島県はこの制度を廃止しておりますが，その前後でやはり１つ
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は，例えば年金の額の相当程度の増額とか，そういうふうないろんな拡充政策がある中で

広島県もこの制度の廃止に至っていると。一昨日も説明したとおり，その後も障害者総合

支援法という大きな障害者に関わる支援政策の変更またその事業の拡充というものがある

中で今回我々は総合的に判断しているということでございますので，その点は支援が全く

変わっていない中でこの事業を廃止するという概念ではございませんので，その点は御理

解を頂きたいということでございます。 

委員長（高重洋介君） その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，ないようでしたら，引き続き議案第１５号と議案第１６号

を一括で説明を求めます。 

 福祉課長。 

福祉課長（平田康宏君） それでは，続きまして２件目の議案第１５号竹原市指定地域密

着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する

条例案についてでございます。 

 別紙の３枚目の用紙をごらんください。 

 まず，１の要旨でございますが，指定地域密着型サービスの人員，設備及び運営に関す

る基準の一部が改正されまして，指定地域密着型サービスの事業の実施に係る基準が改め

られたことに伴いまして必要な規定の整備をするものでございます。 

 次に，２の改正の内容でございますが，裏面をごらん頂きたいと思います。 

 ４のその他の項目でございます。今回の改正の経緯等を記載致しております。図に示し

ておりますが，平成２６年６月２５日に公布されました地域における医療及び介護の総合

的な確保の促進に関する法律，いわゆる医療介護総合確保推進法によりまして，定員１８

人以下の通所介護サービスにつきましては，平成２８年４月１日から地域密着型サービス

の一類型と致しまして新設されます地域密着型通所介護に移行されるものでございます。 

 この図にありますように，現行が左側でございます。見直し後が右側ということでござ

いまして，そのうち小規模型と記されておりますものが，矢印が３本伸びておりますが，

そのようになっておりまして，そのちょうど真ん中側が地域密着型通所介護ということで

ございまして，こちらが利用定員１８人以下ということでございまして，現在は都道府県

が指定になっておりますが，地域密着型サービスへの移行ということで市町村が指定する

事業となるものでございます。 
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 図の後段でございますが，地域密着型サービスに係る人員，設備及び運営に関する基準

につきましては，市町村の条例で定めることとされておりますことから，既に他の地域密

着型サービスに係る基準を定めております今回の条例の一部を改正致しまして，地域密着

型通所介護に係る基準を新たに追加するというものでございます。 

 この新たに追加する基準の内容につきましては，省令で定める基準に従い定めることと

されておりますことから，指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する

基準に規定致します地域密着型通所介護に係る基準と同様の基準を条例において規定する

というものでございます。 

 恐れ入りますが，また表面にお戻り頂きまして，２の改正の内容でございます。 

 （１）の地域密着型通所介護に係る基準の追加でございますが，基準の内容につきまし

ては，従前の通所介護サービスに係る基準とほぼ同様の内容となっておりまして，追加す

る基準のうち，従前の通所介護サービスに係る基準からの主な変更点と致しまして，地域

との連携と致しまして，指定地域密着型通所介護事業所は，利用者，利用者の家族，地域

住民の代表者，地域包括支援センターの職員，地域密着型通所介護について知見を有する

者等により構成されます運営推進会議を設置致しまして，おおむね６月に１回以上，運営

推進会議に対しまして活動状況を報告し評価を受けるとともに，運営推進会議から必要な

要望，助言等を聞く機会を設けることとするものでございます。 

 次に，（２）の認知症対応型通所介護に係る基準の改正でございますが，こちらの認知

症対応型通所介護につきましても，先ほどの（１）と同様にその事業者に対する運営推進

会議の設置を義務づけまして，おおむね６月に１回以上，運営推進会議に対しまして活動

状況を報告し，運営推進会議による評価を受けるとともに，運営推進会議から必要な要

望，助言等を聞く機会を設けることとするものであります。 

 最後に，３の施行期日でございますが，平成２８年４月１日とするものでございます。 

 議案第１５号につきましては以上でございます。 

 では引き続きまして，議案第１６号でございます。 

 議案第１６号竹原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例案についてでございます。 

 別紙の４枚目でございます。 

 まず，１の要旨でございますが，先ほどの議案第１５号の説明でも申し上げましたが，

地域密着型サービスに係る人員，設備及び運営に関する基準につきましては，市町村の条
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例で定めることとされておりますことから，その内容につきましては厚生労働省令で定め

る基準を参酌し定めることとされております。 

 本年２月５日に当該省令の一部が改正されまして，介護予防認知症対応型通所介護に係

る基準が見直されたことに伴いまして，省令と同様の基準に改めるというものでございま

す。 

 次に，２の改正の内容でございますが，こちらも先ほど御説明致しました議案第１５号

と同様，指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に対しまして運営推進会議の設置を義

務づけ，おおむね６月に１回以上，運営推進会議に対し活動状況を報告し，運営推進会議

による評価を受けるとともに，運営推進会議から必要な要望，助言等を聞く機会を設ける

こととするものでございます。 

 最後に，３の施行期日につきましては，同様に平成２８年４月１日とするものでござい

ます。 

 議案第１６号につきましては以上でございます。 

委員長（高重洋介君） ただいまの説明に質疑のある方は挙手にてお願い致します。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） この議案第１５号，議案第１６号ということで，市が指定する介護

サービス云々ということで，市の役割といいますか，責任といいますか，より大きな位置

付けになっているというふうに私は思っています。 

 それで，一つの確認は，議案第１５号の説明の分で，平成２６年６月の医療介護総合確

保推進法，この法律に基づいてという説明がありました。この法律というのは，今まで介

護の要支援１，２の保険サービス，給付サービスを今度は自治体に委ねるというふうな主

な内容だったというふうに私は理解しております。ですから一つの確認は，この法律に基

づくということですから，新たな総合事業を自治体の責任でやりなさいよと。要するに介

護保険の給付サービスから外れて要支援１，２の総合事業サービス，そういったことの中

の基準になるのかどうかという確認をまずちょっとしておきたいと。そうでなかったら，

そうでないというふうに答えて頂きたいというふうに思いますので，この新総合事業に基

づく，今竹原市の規定を提案されているのかなということの確認が一つです。 

 それと，あと具体的な配置基準についてでありますけれども，これは議案の中にありま

すような，１つ，全部聞くわけにいきませんから，人員の配置についてちょっとお尋ねし

ておきたいというふうに思いますけれども，これは６８ページにありますけれども，６０
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条の３，従業員の数について述べておりますけれども，私はここの中の（３）の介護職員

の分で具体的にちょっとお尋ねしておきたいと思います。 

 ここではいろんなサービスに関わって人の配置を定めております。いわゆる通所介護利

用者の数が１５人までの場合は，事業者の数は１５人と人の数で書いてあるんですが，あ

とは介護するに当たっては，１以上というのは１人とか書いてないから，ちょっと気にな

っているんですが，要するに１５人以上の場合は介護職員を１人以上つけなさいよという

ことの理解かなというふうにちょっと思いますけれども。この１５人までという利用者の

人に対して介護職員の数が１人という言い方じゃなくて１ですよね。１以上という言い方

が私はちょっと気になるんですけれども。これは私，１５人までは１人以上という意味で

理解するんですが，そこの１と書いてある正確な中身，ちょっとどういうことかなという

ことが１つと，それとあと，同じ１５人の利用者，１５人以上もありますけれども，１５

人の利用者についてもそれぞれ介護度が違いますよね，要支援１から要介護５までの７段

階ありますから，そういうそのそれぞれのサービスが違っているのに，人数で一くくり

で，例えば１５人までは１以上，介護職員が。しかし，これでは現実に要介護５とか４と

か３とか，そういう人と要支援１と２とは，明らかに人手といいますか，サービスを提供

するための人のやっぱり数がないと，動けない人を１５人見るのと，ちょっと率直な言い

方が，要介護５の人を１５人見るのと，要支援１の１５人見るのと，わかりやすい例です

けども，明らかに人手が違うというのは誰が考えてもわかることです。 

 ですから，そういう場合の１５人以上の場合の１と，人と書いてないんが気になります

けれども，あえてそこを１人以上というふうに読んだ場合，そういうに読んだ場合でも明

らかに利用者の介護度が違うのに，サービスのこの１以上という決め方でいいのかなと，

これはやっぱり適切なサービス，量と質ができないんじゃないかなということについて，

ちょっとそうじゃないよと，１５人の中でも１以上，サービスの要介護３，４，５が何人

増えたら１と書いてあるんが２，３，４になりますよというふうに具体的な基準が設けら

れるのかどうかを含めてお聞きしたいと。 

 それから，その１人という，人をあえてつけたいんですけども，雇用形態の問題です。

雇用形態の問題でも，同じ介護者の雇用形でも正規職員と非正規職員，パート，いろんな

やっぱり１時間でいいから１時間でいいですよとか，ちょっと極端な言い方かもわからな

いけど，そういったパートのいろんな雇用形態があると思うんです。ですから，極端な言

い方になるんか知らないが，１５人の中の１と書いてあるから，非正規の１でも対応でき
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ないことはない，そういうことは無理ですよ，誰が考えてもね。そういった面から見た

ら，市が本当に指定する，責任持つ介護サービスができるのかなということのこの雇用形

態の問題は正規職員が１人，２人，３人，またはそれに準ずるようなフルタイムのパート

とかというようなことも明記しないと，安定した質のサービスができないというふうに思

うんで，そこはやっぱり雇用形態についても記入する必要があるんじゃないか，明記する

必要があるんじゃないかなと思います。 

 それから，３点目は６０条の７です。これはちょっと全部は聞きにくいから，一つの例

で，これは７２ページにあります。利用料金等の受領ということで６０条の７が５項目に

ついて明記されております。 

 それで，１つは第６０条の７の第１項の指定代理受領サービスに該当するしないという

のがちょっと書いてあって，該当するしない，これは介護サービスのことだと思うんです

けれども，ちょっとこの意味を，受領サービスに該当するしない，これ介護サービスのこ

とだと思うんで，それはどういうことなんかなということが１つと，これ１項，２項で

す。 

 ３項目めには，介護サービス費用の基準額との差が不合理な差が生じないようにしなけ

ればならない。ここの意味がちょっとわかりにくいです。だから，従来の介護費給付じゃ

ったら，いろんなやっぱり時間，介護資格もあった人といいますか，それがやっぱりホー

ムヘルプじゃったら，そういうサービスを提供するということになっておりますけども，

何でここは一々こういうことを書かなくていけないような第３項になっているのかなと。

介護サービス費用基準額との差，間に不合理が生じないようなことにしなければならない

と。この具体的な内容はどういうことを想定されて書かれているのかなと。 

 それから，第６０条７の３項の（２）です。介護サービスの基準額を超える費用云々

と。サービスの基準額を超える費用とは一体何なのかと。今は介護サービスの分でそれぞ

れ要支援１，２，そういう基準額が決められております。７段階決められていて，例えば

決められたケアマネジャーでプランを組んでその基準額を超えた分は１００％負担しなく

てはならないと，同じ介護サービスを。基準額以内の分は１割負担だけれども，超える分

は１０割負担というのはこれはなってます，今でも。だから，この３項目の基準額を超え

るサービスというのは，今私が言うように，決められたサービスがあって，それを超える

といいますか，そこは１０割負担ですよという今の介護保険のサービスに準ずる扱いでい

いのかどうか。その負担はどうなるのかと。それは３項目の質問です。 
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 ４項目めに書いてある，前項第５号，さっき言った基準額を超える費用云々です。これ

は別途市長が定めるということが書いてあるんで，私ちょっとこれ書いてあって見逃した

かはわかりませんが，参考資料として今出せるんなら，本来こういう，もちろんわかりや

すいですね，基準額をこういう費用はこういうことですよと，別項４項で市長が定めるよ

うになっていますから，これが今あればちょっと出して頂きたいなということでありま

す。 

 以上。 

委員長（高重洋介君） 福祉課長。 

福祉課長（平田康宏君） お答え致します。 

 まず，１点目の新しい総合事業の話がございましたが，確かに平成２８年４月から本市

は新しい総合事業へ移行すると。現行の介護予防給付のうちの通所介護と訪問介護へ移行

ということでございます。 

 それで今回，小規模の通所介護の移行につきましては，これは全国的な流れで増加する

小規模の通所介護の事業所につきまして，地域との連携や運営の透明性を確保するため，

市町村が指定監督致します地域密着型サービスへの移行，また経営の安定性の確保，サー

ビスの質の向上のため通所介護，これは大規模型とか通常規模型や，また小規模多機能型

居宅介護，こちらのサテライト事業者への移行をということから，利用定員１８人以下と

いうことで今回，平成２８年４月施行を致しております。 

 人員の話がございまして，６０条の３以降ですか，ありまして，６０条の３の第１項，

人数はということに致しておりますので，その関係上，１以上とか，そういう書き方にし

ておりますので，御理解頂きたいと思います。 

 それと，今回の地域密着型通所介護につきましては，対象者は要介護１から５の人が対

象になります。それで，通常の通所介護から見まして，定員が１８人以下の小規模な通所

介護施設ということで，そちらで日常生活上の世話や機能訓練などを受けられるというこ

とでございます。 

 あと，雇用形態の話等もございますが，その際に現行の通所介護と新しい地域密着型通

所介護，こちらは利用者の負担の目安が，その介護度によって金額が変わっております。

例を申し上げますと，現行の通所介護，こちらデイサービスでございますが，例えば７時

間以上９時間未満利用した場合ですと，要介護１の方は６５６円，地域密着型通所介護で

しますと，要介護１は７３５円と，介護度によっていろいろ金額も変わってまいります。 
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 それで，委員の方からございましたが，雇用形態の話もございます。それで行きます

と，要支援１，２の方は，この地域密着型通所介護には該当はございません。それで，条

例案でございますが，第６０条の３の第３号等でおっしゃられました１５人まで云々とい

うものがございまして，そういった数につきましては，確保されるために必要と認められ

る数ということでございますので，その介護度によって人数等は変わってくるものと致し

ております。 

 もう一点，議案の７２ページのことでございましたが，申しわけございませんが，ちょ

っと法定代理事業サービス，該当するしないにつきましては，また後ほど精査させて頂き

たいと思いますし，そこの不合理な差額ということにつきましても，確認はさせて頂きた

いと思います。 

 ６０条の７の第３項の第２号また第５号，先ほど費用の関係で別途資料というものがご

ざいますが，現在のところ資料は持ち合わせておりませんので，またそれは確認をさせて

頂きたいと思います。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 人員の配置ということでちょっと確認したいんですが，１５人まで

は１人以上とか，１５人を超えて云々ということがちょっとありますけれども，いまさっ

き介護度に応じて介護職員の数も変わらなくては確かにいけませんよね。ですから，そこ

は具体的に一つの例として１５人の利用者がおったとして，そこにそれは単純ですけど

も，３，４，５の介護の人がそれぞれ５人，５人，５人，全部で１５人いた場合，その場

合は具体的にこの１以上の分で，これは何人になるんですかが１つと。 

 それとあと，雇用形態の問題です。さっき同じように例えば１５人までで１人の場合の

ケースがあった場合は，要介護１の場合，１５人の場合は１人でいいのか，ちょっと私も

具体的にわからんところもありますけれども，仮に１人がいた場合，これは正規と非正規

とパートという分で，私が事業主だったら，コスト削減のためにはやっぱりパートでその

時間だけで仕事，働いてくれというのが，経営者から見たらそれは誰でも考えることで

す。しかし，私が心配なのは，市が指定する介護サービスの分だから，それでいいよとい

うわけにはいかない。やっぱりこの安心，良質な介護サービス，これは提供するのが大前

提だと思うんです。そうでなくてはいけない，また。それと同じサービスの質も求められ

るという面から見て，雇用形態が最も大切だと思うんです。ですから，ここは１人，介護
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度に応じた何人，ここの雇用形態は市としては何か指導なりチェックはやっぱりする必要

があるんじゃないんかなと思いますけども，その点はやっぱりどうでしょうか。 

 それと３点目として，その６０条７の４項の別途市長が定めるということですよね。こ

れはやっぱり提案者として今提案されているわけだから，そこの内容を全部今しゃべれと

は言ってないわけですよ，資料として出してくださいよということですからね。これやっ

ぱりもし，ないのにこういう提案なんか出せるはずがないです，普通は。ですから，そこ

はやっぱり即出してください，資料を。資料がまさかできてないのに出すということはあ

り得んでしょう，いくら何でも。そんなことはありませんよ，いくらないというても。 

委員長（高重洋介君） 福祉課長。 

福祉課長（平田康宏君） 雇用形態の話もございまして，市としての責務云々というのも

ございました。このたび地域密着型サービスに移行するわけでございますから，その点は

当然十分踏まえまして市としましても，その雇用形態，実際の事業所の運営にも関わるこ

とですので，その辺は適正に対応してまいりたいと思います。 

 資料につきましては，また早急に整理致しましてお出ししたいと思います。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） ちょっと部長に最後に確認しますけど。 

 適正にというのは，それはもう当然のことなんですよ，もう。しかし，実際問題１人と

いう数においても雇用形態はさっき言うた，私が事業者だったらいろんなやっぱり今厳し

い，報酬なんかも下げられているわけじゃないですか，介護報酬なんかも。その中で運営

せえ言うたら大変ですよね。そしたら，人件費は雇用形態，常勤を充てたいけれども，そ

れは大変だというんが事業主の考えではそうですよ。しかし，そういうことばっかりだっ

たら，何か市としてやっぱり支援策を考えて，常勤雇用を充てようというような支援をし

ないと，決めたルールは１人ですよと，中身はということではいかないでしょう。ですか

ら，きちっとこれは雇用形態を今決めて提案しないと，１人以上ですよというて決めとっ

て，あとは内容もやっぱり適正にやりますよということだけでは，介護サービスは量と質

が安定してやっぱりできるとは言えないと思うんです。ですから，そこをもう一回やっぱ

り確認しておきたいと。 

委員長（高重洋介君） 市民生活部長。 

市民生活部長（今榮敏彦君） 雇用形態の話につきましては，基本的にはそこに勤務する
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常勤であることが求められるわけですけれども，基本正規であるか非正規であるかについ

ては，やはりこれは基準以外の大きな問題として捉えるべきことかと思います。と申しま

すのは，やはり介護保険制度そのものは国の法律に基づいて各市町の条例で定め，今回上

程する基準なども含めて諸規定のもとに運用される話だというふうに認識してございま

す。その上で，先ほど事業について介護事業者が非常に苦しい実態というものは，いろい

ろと分析をする中で国においても適時適切な措置をその時点において実施されているとい

う認識がございます。 

 基本，支援政策の話につきましては，この基準条例以外のところでいろんな議論をしな

ければいけない話かと存じますけれども，殊この雇用形態に関わります御質問のこの基準

への反映等につきましては，これはまたこのものそのものにつきましては，やはり制度全

体の中で捉えるべき問題であり，もう一つ言えば雇用情勢をどう国として，または事業を

受ける市町村としてどう捉えていくかという問題というふうな認識をしております。 

 それと，先ほどありました市長が別に定める事業というものが一つありましたけれど

も，条例または規則等で定める規定の中には列記できる部分につきましては，基本的には

規定に列記するという考え方が原則としてありますけれども，それ以外弾力的にその制度

を運用するために市長が別途定めるというふうな委任を設けるのが一般的なことかという

ふうに認識しております。ですから，全部が全部全然想定をしてないというわけではない

と思いますし，先ほど福祉課長が一定にお示しを示すことができるものは示したいという

ふうに御答弁をしておりますので，その点についてはそのように御理解を頂ければという

ふうに思っております。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 最後の件は，雇用形態についてはやっぱり市長に確認したいと思い

ます。 

委員長（高重洋介君） はい，わかりました。 

 その他。 

 道法委員。 

委員（道法知江君） 地域密着型サービスの運用に関するということで，委員会の設置と

いうものが明確になっているんではないかと思うんですけども，委員会の設置，このこと

についてちょっともう少し詳しく教えて頂きたいなというふうに思います。 

 それと，小規模多機能型のことは先ほど通所というふうに言われたんですけども，夜間
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対応型の訪問介護はどのようになるのか。また，老人福祉施設の入所，生活の介護等々は

どのようになるのか。認知症の対策，通所介護のことはわかるんですけれども，それ以外

のところはどのようになるのか，ちょっとお聞きしたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 福祉課長。 

福祉課長（平田康宏君） 今回の条例案の改正でございまして，地域密着型通所介護へ移

行したということでございまして，小規模多機能型居宅介護等はもう従前から運営推進会

議等は設置しておりまして，会議の回数等はサービスによって違いまして，今回の地域密

着型通所介護は６月に１回でございまして，小規模多機能型居宅介護等は２カ月に１回と

かというふうになっております。特別養護老人ホーム等は要介護３以上がこのたびから原

則入所制限等もなっております。 

 それで，今回の条例案によりまして，２つ条例案がございますが，この条例案によりま

して準用等によりまして，それぞれのサービスで全て運営推進会議は同様に設けることと

致しておりますので，申し上げましたようにサービスによって会議の回数等は違います

が，それぞれ市も入りまして，現行グループホームは既に運営推進会議やっておりまし

て，それに倣いましてそれぞれ地域密着型通所介護も同様にこのたび運営推進会議の設置

が義務づけられるということになっておりますので，その点は御理解頂きたいと思いま

す。 

委員長（高重洋介君） 道法委員。 

委員（道法知江君） 本当に認知症，介護認定の会議においてもかなりいろんな御意見が

あるようなんですけれども，その中において小規模であろうと夜間の対応型老人施設入

所，また認知症の対応型の通所に関わることに対してそれぞれの会議というんですか，事

業所の，それは本当に非常にきめ細やかに行っていかないといけないということで大変な

御苦労があるのではないかなというふうに思います。その事業所の指定や監修をするとい

うことが市の役割だというふうに感じておりますので，その点について監修を深める，強

めるということに対して御意見があれば伺いたいなと思います。 

委員長（高重洋介君） 福祉課長。 

福祉課長（平田康宏君） このたびの運営推進会議につきましては地域との連携というの

が大きな目的でございまして，その点から利用者，利用者の家族，地域住民の代表者，市

の職員また地域包括支援センター等の職員も携わりまして，その運営推進会議の構成員と

なっているとこでございます。そちらの方では各月，今回で言えばおおむね６月以上でご
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ざいますが，活動状況の報告を受けるなり，また評価も受けまして，その会議において必

要な要望，助言等を聞く機会を事業者さんの方が設けるということになってますので，よ

り以上に連携を深めていければというふうに思っていますし，そのことが実際要介護，要

支援を受けていらっしゃる方，その家族の方にとってもよりよいサービスにつながるよう

に取り組んでまいりたいと思っておりますので，よろしくお願いします。 

委員長（高重洋介君） 道法委員。 

委員（道法知江君） そうなんですよ，本当に委員会の設置の中身が非常に大事ではない

かなというふうに感じるんですけれども，先ほども言われたように，地域住民の代表とい

うことになると，やはりある程度の専門知識というのは必要ではないのかなというふうに

感じます。いつも推進会議協議会とかということを皆さんに声かけてお願いしているんで

すけども，本当に現実と離れた結構意見が出たりすることもあるのではないかなと思いま

すので，地域住民の代表を選ぶに当たっても，それとか専門家を選ぶに当たってもよほど

慎重にならざるを得ないのではないかなというふうに感じます。数もどんどん増えてきて

いる，対象者の数がどんどん増えてきているというのも実態でもありますので，今後もき

め細やかな支援が行われるようにお願いしたいと思います。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 答弁はいいですか。 

 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） 議案第１５号の竹原市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備

及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例案について別途市長が定める

と。基本的に国会で制定する法律についても，法律ができると，その法律が細かい充足と

いうんか，そうしたことについて政令に委ねるんよね，政令に。今回提案されている条例

案についても基本的にそういうことじゃろう思う。しかし，施行日がもう４月１日なんよ

ね，４月１日だから。そうすると，それが規則なり何なりの形で制定をされなければ４月

１日の施行ということができなくなりますよね。そこで，今現段階においてどこまでそう

した準備が進んでいるのかどうかわかりませんけれども，少なくとも４月１日の施行へ向

けての規則等の制定というものが制定をされなきゃあならんわけです。それを今議会中に

間に合うんかどうかわからんけれども，もし間に合うのであれば，委員長の方とも連携を

とって頂いて，その規則について説明をしてもらうというか，そういう場を是非とも設け

て頂きたいと思いますんで，委員長においてもよろしくお取り扱いのほどお願いを致した
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いと思います。 

 それと，基本的なことなんですけれども，今の介護保険制度のもとで，国における介護

保険制度ですよね，そのもとにおいて竹原市独自の個別具体的な施策を打つことが可能な

んかどうか，これについてどういうふうにお考えなのか。例えば今の職員の正規雇用，非

正規ということもあるでしょうけど，またそのほかの例えば処遇改善ということで竹原市

が独自に一般財源をもって充てることが可能なシステムになっているんかどうか，この点

についての御答弁を頂きたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 市民生活部長。 

市民生活部長（今榮敏彦君） この制度，その基準条例が定められた背景そのものが委員

御承知のとおり，地方分権一括法の中で国において定めて運用をしていた，この基準につ

いて各市町，いわゆる地方公共団体において定め運用することとされた流れの中で条例を

制定させて頂いているところでございます。 

 委員が御説明のとおり，従前法律のもとに様々な基準等の省令がございました。現在も

基本となる省令を定め，それを地方公共団体が運用上，基本的にその基準をそのまま，そ

のままという言い方はちょっと言葉が足りませんけれども，規定を条例に定めているとい

う流れの中で，この制度の運用そのものは国の法律に基づく制度であるがゆえに，やはり

国が定めた政省令のもとに運用されるというのが基本であるというふうに考えておりま

す。この条例については規則を定めておりません。これは基本的には各省庁が定める，こ

の介護保険でありますと厚生労働省が定めるその省令のもとに，細部運用についてもこの

条例に基づくものではありますけれども，例えばそれを受けた県の考え方をもとに紹介

し，または通知を参照し運用するという流れがございます。となりますと，今回定めるそ

の基準条例，一部改正条例につきましても基本的にはこの改正条例案をもって制度の新た

な枠組みの中で新たに基準を設けるということで，基本的には従前の考え方とほぼ同様に

今後も運用していくということでございますので，大きな変更は考えてございません。制

度の枠組みの大きな変更がある中での運用というふうに御理解頂ければというふうに思っ

ております。 

 それと，介護保険制度はやはり保険料と国，県，それから市のいわゆる法定の負担をも

って実施をされているものでございますので，上乗せまたは横出しの制度を独自に定める

ことがどういうふうな財源の影響になるかといえば，やはり介護保険料に降りかかってく

る問題ですので，これは慎重に対応すべきものでありますし，そもそも論でいけばやはり
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国の制度に基づく地方公共団体の運用ということになりますと，まずは国において財源を

制度をしっかりと措置をして頂いた上で，各市町村はやはり運用をすべきというふうな認

識をしてございますので，どうぞよろしくお願い致します。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） 基本的にやっぱり国民健康保険じゃろうが介護保険じゃろうが後期

高齢者医療費じゃろうが，おおよそ社会保障とかというものの議論の前提というんは，必

ず財源の問題になるんよね，財源の問題に。そのいろいろ議論はあるかもわからんけれど

も，部長の方から答弁頂いたように，それじゃあ保険料を仮に竹原市が独自にするとして

も，独自政策を打つにしても，それを一般財源から補填するということじゃなくて，介護

保険料をどこまで上げることができるんかという議論ですよね，おそらく。もし例えば竹

原市独自において，その個別具体的なそうしたニーズに応えるためにしなきゃならんとす

れば，もう介護保険料の相当程度の見直しをせざるを得ないということになるわけですよ

ね。そうしないと例えば地方自治法上も国保にしても介護保険にしてもそうだろう思いま

すけれども，国，都道府県，市町村の様々なそうした，ある意味で言えば全国基準のサー

ビス水準の均衡化というか等々の観点，これもう絶対財源の問題なのです。そうした中か

ら例えば国なり都道府県知事の是正等の措置をとられることもありますよね。ですから，

基本的に議論の前提として，じゃあどこまでが竹原市が独自に仮に介護保険料を上げると

しても個別具体的なそうしたニーズに応え得るんかということも，即答は難しいかもわか

らんが，我々議員の側も含めてもう一遍再確認するというか，そしてその上で議論を進め

る。そして，もしできないということであるならば，国の制度設計，財源の問題も含めて

やっぱり意見書を上げるなり何なりをして国へ，例えば竹原市議会として是正要望をして

いくような，そうした活動もしていかないとなかなか議論がかみ合わないのじゃないかと

思うわけです。 

 そうした意味で，例えば仮に竹原市の介護保険料が高くなっても，例えばここまでの個

別具体的，竹原市独自の政策は可能なんですよということの基準というか，そうしたもの

も今すぐは出ないと思いますけれども，これから様々な場面を通じて求めていきたいと思

いますので，是非そこのところの研究をして頂きたいと思いますが，これたちまち部長の

方で答弁をお願いしたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 市民生活部長。 

市民生活部長（今榮敏彦君） 制度そのものは法律に基づくものでございますので，介護
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保険を問わず様々な制度の運用に当たっては，国，県，市町村の財源バランスというもの

を基本に税，料に基づいて運営されるというのが基本だと思います。そこにどのようなサ

ービス拡充ができるのかというものにつきましては，やはり基本的には現事業の運営その

ものが全国的にも非常に厳しい状況にあるという中で，どういうことをどこまでできるの

かというのは，まずは先ほども申し上げましたとおり，国において財源を含めたいろんな

制度設計をして頂くべく，当然この間も市長会を通じて意見を申し述べるとかということ

はさせて頂いておりますけれども，事業の進展またはその制度の改正，現状を見る中で，

様々な御意見も他市町からも出ると考えますし，竹原市としてもその点についてはやはり

申し述べることは続けなければいけないというふうに考えております。その上でどのよう

な事業運営ができるかということについては，その時点時点で検討をさせて頂きたいとい

うふうに思っております。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） 最後にしますけれども，特に社会保障とかということに関しては，

やはり国と地方との間におけるいろんな考え方とか，その施策の歴史的な定義も違うよ

ね。例えばもうはるか遠い昔の話になりましたけれども，老人医療の無料化等も岩手県の

沢内村というほんの小さな僻地の村から出発したんです。様々な制度も竹原市においても

先ほどの重度障害者の手当ての問題もそうですけれども，国・県が廃止しても竹原市がな

お持続させてきたというような制度もありますし，そういうふうに先行してやってきたこ

ともあるんよね。例えば，高齢者の肺炎球菌なんかは竹原市独自に進みましたよね，３分

の１補助に。それが国レベルになって，竹原市独自の政策をしなくていいというようにな

った。 

 そうなってくると，やはり竹原市長というか，これは副市長でも市民生活部長でもいい

ですが，高齢者の生活を守るという，その大きな行政の使命というか，そうしたものに基

づいて考えた時に，松本委員なんかもいろいろと政策提案なり問題提起されておられるけ

れども，果たしてそれが議論のための議論じゃなくて，現実に例えば竹原発のそうした介

護保険なら介護保険の充実へ向けてどういうふうなことができるんか，例えばもう限界は

わかっとるよね。今の国税からの社会保障への財源の補填がなけらねば，もうにっちもさ

っちも行かないよと，単なる保険料とか今までの国のそうしたものへの持ち出しが固定化

された中では，もうやりようがないから，わかりやすく言えばサービスの切り捨てをやっ

ていかざるを得ませんというのが今日の状況じゃろう思うんです。 
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 そうすると，財源の拡充も含めて，やはり竹原市長としてどのようなスタンスでもって

臨んでいくんかということが，私は今日問われとる思うんです。だから，そうした意味で

即答というのは難しいと思うんですけれども，そうした問題意識を持って，例えば全国市

長会等に対していろいろと政策提案なり問題提起をしていくということについて，事務の

最高責任者の副市長としてお約束をして頂けることができるかどうか答弁頂きたいと思い

ます。 

委員長（高重洋介君） 副市長。 

副市長（細羽則生君） 住民サービスを含めていろいろなもの，各自治体が抱える問題と

いうのはあると思います。そこらの部分につきましては，各自治体の思いでありますとか

実情もあると思いますので，機会を捉えながら，議論をしながら進めていくべきだと思い

ます。その一つの手法として，今おっしゃられたような市町村会でありますとか，そうい

う場面というのがあると思いますので，その中で議論を深めながら対応していきたいとい

うふうに考えております。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） それで，そうした意味で全国市長会等へ提出される議案というか

等々について，民生産業委員会に属することについては民生産業委員長の方へ提出頂い

て，民生産業委員会の方で是非とも御報告頂きたいと思いますので，委員長よろしくお願

いします。 

委員長（高重洋介君） その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，次に参ります。 

 議案第２１号の説明を求めます。 

 福祉課長。 

福祉課長（平田康宏君） それでは，議案第２１号でございますが，平成２７年度竹原市

介護保険特別会計補正予算（第２号）についてでございます。 

 市民生活部の議案等補足説明資料でございます。こちらによりまして説明をさせて頂き

ます。 

 資料の３の１ページでございます。 

 今回の補正予算につきましては，人件費を調整するほか，各種事業の精算が主なものと

なっております。 
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 今回の補正予算の状況につきましては，３の１ページでございますが，歳入につきまし

ては，介護保険料国庫支出金繰入金を補正致します。 

 ３の２ページでございますが，こちら歳出につきましては，職員給料等介護保険システ

ム改修委託料，介護給付費準備基金積立金を補正するものでございます。 

 内容につきまして歳出から御説明致します。 

 ３の４ページをお開きください。 

 まず，（１）の職員給料等でございますが，人事異動によりまして職員給料等に減額が

生じたため，７３８万９，０００円を減額補正するものでございます。 

 次に，（２）の介護保険システム改修委託料につきましては，介護保険システム改修費

用の減によりまして委託料に減額が生じたため，２３５万４，０００円を減額補正するも

のでございます。 

 次に，（３）の介護給付費準備基金積立金でございますが，最終的な歳入歳出の均衡を

図ることとし，７６４万７，０００円を減額補正するものでございます。 

 次に，歳入でございますが，３の３ページにお戻りください。 

 まず，（１）の介護保険料でございますが，こちらにつきましては，国の低所得者対策

として実施しております保険料の軽減などによりまして減額が生じたため，１，４０１万

円を減額補正するものでございます。 

 次に，（２）のシステム改修補助金でございますが，先ほど歳出で御説明致しましたシ

ステム改修費用の財源と致しまして２５０万円を予算計上するものでございます。 

 次に，（３）のその他一般会計繰入金でございますが，職員給与費等の減，介護保険シ

ステム改修事業費の減等によりまして，給与費の繰入金，事務費繰入金に減額が生じたた

め，１，２２４万３，０００円を減額補正するものでございます。 

 最後に，（４）の低所得者保険料軽減繰入金でございますが，国の低所得者対策として

実施しております介護保険料の軽減分につきまして，公費分の６３３万３，０００円を予

算計上するというものでございます。 

 議案第２１号につきましては，以上でございます。 

委員長（高重洋介君） ただいまの説明について質疑のある方は挙手にてお願い致しま

す。 

 ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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委員長（高重洋介君） それでは，次に入ります。 

 議案第１８号の説明を求めます。 

 市民健康課長。 

市民健康課長（森重美紀君） 平成２７年度竹原市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）について説明します。 

 今回の国民健康保険会計の補正予算については，人件費を調整するほか，保険給付費及

び保険事業の精算を行うものであります。 

 補足資料の１の１ページをごらんください。 

 歳入につきましては，国庫支出金，県支出金，共同事業交付金繰入金を補正し，歳出に

つきましては，保険給付費，介護納付金，保険事業費を補正するものであります。 

 歳出について先に説明をしますので，資料の１の６ページをごらんください。 

 （１）の一般被保険者療養給付費につきましては，一般被保険者に係る療養給付費の１

人当たりの医療費が当初見込みを上回ったため，５，４５３万５，０００円を増額補正す

るものです。財源につきましては，療養給付費負担金が１，７４５万１，０００円，財政

調整交付金の国庫が４９０万８，０００円，県費が４９０万８，０００円，あわせて増額

補正致します。 

 （２）の一般被保険者高額療養費につきましては，一般被保険者に係る高額療養費の１

人当たりの医療費が当初見込みを上回ったため，２，７２７万７，０００円を増額補正す

るものです。財源につきましては，療養給付費等負担金が８７２万８，０００円，財政調

整交付金の国庫が２４５万４，０００円，県費が２４５万４，０００円を増額補正するも

のです。 

 （３）の介護納付金につきましては，介護納付金算定に係る１人当たりの負担額が変更

となり，当初見込みを下回ったため，６１４万１，０００円を減額補正するものです。財

源につきましては，療養給付費負担金を１９６万５，０００円，財政調整交付金国庫を５

５万２，０００円，県費を５５万２，０００円減額補正をするものです。 

 （４）の人間ドックの委託料につきましては，人間ドックの受診者を当初８５９人で見

込んでおりましたが，実績は７６８人であったため，１８４万９，０００円を減額補正す

るものです。 

 続きまして，歳入について説明します。 

 資料の１の３ページをごらんください。 
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 １から４につきましては，先ほど歳出で説明をしておりますので，省略をさせて頂きま

す。 

 （５）の高額医療費共同事業交付金につきましては，高額医療費共同事業は各市町が拠

出金を出し合い，１件８０万円を超える医療費について，その医療費の８０万円を超えた

部分の５９％の額が交付金として交付される事業でございます。当初予算時に過去５年間

の平均により見込んでおりましたが，実績額が見込みを上回ったため，２，７４０万円を

増額補正するものです。 

 （６）の保険財政共同安定化事業交付金につきましては，保険財政共同安定化事業は各

市町が拠出金を出し合い，１件１円以上８０万円以下の医療費につきまして５９％の額が

交付金として交付される事業でございます。当初予算時に過去３年間の平均により見込ん

でおりましたが，実績額が見込みを上回ったため，１，７９４万２，０００円を増額補正

するものです。 

 （７）の保険基盤安定繰入金保険税軽減分につきましては，平成２７年度の税制改正に

より軽減対象となる所得基準額の引き上げがあり，保険税軽減対象世帯及び人数が当初の

見込みを上回ったため，１，１４２万１，０００円を増額補正するものです。 

 （８）の保険基盤安定繰入金保険税支援分につきましては，平成２７年度の制度改正に

より軽減対象の拡大と財政支援の補助率の引き上げがあり，保険税軽減対象被保険者数が

当初の見込みを上回ったため，４，１４６万１，０００円を増額補正するものです。 

 （９）の職員給与費等繰入金につきましては，人事異動による調整により１５８万円を

減額補正するものです。 

 （１０）のその他一般会計繰入金につきましては，先ほど説明しましたとおり，その他

の一般会計繰入金の歳入増により２，６１８万円を減額補正するものです。 

 （１１）の国民健康保険財政調整基金繰入金につきましては，平成２７年度歳入調整の

ため，基金繰入金を３，６０５万６，０００円減額補正するものです。 

 以上で平成２７年度竹原市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の説明は終わりま

す。 

委員長（高重洋介君） ただいまの説明に質疑がある方は挙手にてお願い致します。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） 説明資料の１の６，７になろうかと思うんですが，一般療養給付費

の１人当たりの医療費が伸びたよと，それと（２）の高額療養費の１人当りの医療費も伸
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びたと，主な理由は何か。 

委員長（高重洋介君） 市民健康課長。 

市民健康課長（森重美紀君） 医療費につきましては，被保険者数は減っているんですけ

れども，１人当たりの医療費が医療の高度化により伸びております。特に調剤費が伸びて

おりますので，医療費が伸びている状況です。 

 高額医療費につきましては，高額医療費も同様に医療費が伸びておりますので，高額医

療費が増加している状況です。 

委員長（高重洋介君） その他。 

 道法委員。 

委員（道法知江君） 高額療養費，かなりこれは国の制度として利用者が多いということ

なんですけども，これによって大きな手術をされても限度額でいいということは非常に利

用されている方が多くあります。ただしまだまだ周知されていないなということを感じま

す。それは，医療にかかった病院等においてそういった説明，何らかの説明とかもない，

情報が全然わからない，つかめない。限度額の申請も同じくあわせて同じだと思うんです

けども，そういったことからするとまだまだこの利用される方が増えるのではないかとい

うふうに思うんですけど，そのことについて御見解を頂ければと思います。 

委員長（高重洋介君） 市民健康課長。 

市民健康課長（森重美紀君） 高額療養費につきましても医療費につきましても，今後増

加はしていくと考えております。国民健康保険制度は今年度の改正により財政基盤につい

ては国庫がかなり増加されて安定はしてきておりますが，医療費の適正化についても市と

しても今後も取り組んでいかなければならない課題だと考えております。 

委員長（高重洋介君） 道法委員。 

委員（道法知江君） 高度医療も必要とされる方もあわせてそうだと思うんですけども，

それと同じように先ほど課長が言われたような調剤費の伸びもあるということにやっぱり

着目していかないといけないなと。そのために今補正としてこのような結果が出ているの

ではないかなと思いますので，高額療養費の請求，それと限度額認定証，そういったこと

もあわせてもっともっと市民の皆さんにお伝えして頂ければなと。この補正で言うのは何

ですけども，あわせてお願いしたいと思います。 

 質問は以上です。 

委員長（高重洋介君） その他ございませんか。 
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              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，議案第２２号の説明を求めます。 

 市民健康課長。 

市民健康課長（森重美紀君） 平成２７年度竹原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）について説明します。 

 今回の補正予算につきましては，広域連合からの通知に基づき，広域連合への分賦金調

整を行ったものです。 

 １の９ページをお開きください。 

 歳入につきましては，後期高齢者医療保険料繰入金，繰越金の補正を行います。歳出に

つきましては，広域連合分賦金の補正を行います。 

 歳出から先に説明をさせて頂きます。 

 １の１１ページをお開きください。 

 （１）の広域連合分賦金につきましては，広島県後期高齢者医療広域連合において保険

料負担金及び保険基盤安定負担金について再計算した結果，減額となっているものです。

２，４４３万７，０００円の減額補正を行うものです。財源につきましては，特別徴収保

険料を２，６２３万７，０００円の減額，普通徴収保険料を４３６万４，０００円の増

額，保険基盤安定繰入金を３４３万９，０００円の減額補正をあわせて行うものです。 

 次に，歳入について説明致します。 

 （１）から（３）につきましては，先ほど説明させて頂きました。（４）の前年度繰越

金につきましては，前年度の繰越金が生じたため，８７万５，０００円を増額補正するも

のです。 

 以上で説明を終わります。 

委員長（高重洋介君） ただいまの説明について質疑のある方は順次挙手にてお願い致し

ます。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） 後期高齢者保険料の特別徴収の件とかございますけども，いずれに

しても当初予算に比べ減額補正になるということでありますけども，１つ，高齢者の医療

費の方が減ったのかなとそこらの人数が減ったのかと。人数は増えていると思うんですけ

ども，その原因と，こういった保険料の減額補正，特別徴収が２，６００万円ぐらいでる

んで大きな金額かなと思うんですが，それが保険料につぎこんでそれは安くするというこ
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とはできんかなという，そこだけちょっと。 

委員長（高重洋介君） 市民健康課長。 

市民健康課長（森重美紀君） 医療費が少なくなったのかということですか。 

 医療費については，後期高齢者数も増えておりますし，先ほど言いましたように医療費

自体も１人当たりの医療費も増えておりますので増額をしておりますが，これ竹原市の当

初予算につきましては広域連合が見込んだもので，これを当初かなり多目に見込んでいた

ので，ここで減額ということになっております。 

 あとは保険料につきましても，保険料も広域連合の方で決定をしておりますので，市に

よって下げるということはできません。来年度２８年度，２９年度の保険料について，先

日の広域連合の議会の方で増額を決定されたところです。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） ちょっとわかりにくいんですけども，確かに広域連合が決めるんで

しょうけれども，一応医療費の推計というのか，これだけかかりますよということがあっ

て，県全体，竹原市の人口で１億円かかりますよとかあって，その根拠となる医療費の分

と人数というのがあって，保険料額，竹原市の保険料が来るわけじゃないですか。それが

多く見積もったというのがあるから，その医療費の方は伸びとるという，今ちょっとあり

ましたけれども，医療費の方は伸びているんだけども，僕は高齢者の人自体も増えている

んかなという意味で，全体の医療費というのか，高齢者の医療費は増えているという思い

があるんだけれども，この減額補正が余分に見積もったという意味がどういう意味かなと

いうのがちょっとわかりにくかったんですが。 

委員長（高重洋介君） 市民健康課長。 

市民健康課長（森重美紀君） 説明がまずくて申しわけありません。 

 保険料については２年ごとに見直しをされておりますので，２６年度，２７年度の保険

料は変わっておりません。当初の予算の見込み方として，竹原市分の割り当てをちょっと

多目に医療費として見込まれたので，１人当たりの保険料が増えて見込まれたわけではあ

りません。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） 結局保険料の算定というのは，決算等の実績に基づいた数値で，ど



- 31 - 

の程度上げるか。下げるということは基本的にはあり得んと思うけれども。この補正予算

として出したのは，基本的にこうした生活保護等もそうですけれども，高齢者医療にして

もどうしても補正ということが，特に広域連合だから，補正予算を組んでするということ

がなかなか難しいから，どうしてもある程度のこの余裕を持って予算編成するんよね。そ

れで実際締めてみたら，これだけ余りましたということになるから，この減額補正そのも

のが保険料の見直しに直結するということにはならないというふうに考えていますが，私

の考えに間違いがございますかどうですか，答弁願いたいと思います。簡潔でいいです。 

委員長（高重洋介君） 市民健康課長。 

市民健康課長（森重美紀君） この減額補正については保険料の見直しには直結しませ

ん。 

委員長（高重洋介君） その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，その他関連議案に移ります。 

 議案第１７号について順次説明を求めます。 

 市民健康課長。 

市民健康課長（森重美紀君） 平成２７年度竹原市一般会計補正予算（第４号）の市民健

康課分について御説明します。 

 資料の１の１２ページをお開きください。 

 歳入につきましては，民生費負担金，総務費補助金，衛生費補助金，県支出金の県負担

金，県補助金，歳出につきましては，戸籍住民基本台帳費，社会福祉総務費，後期高齢者

医療費，児童福祉総務費，予防費，母子保健費，健康増進対策費の補正を行います。 

 歳出から先に説明をしますので，資料の１の１７ページをごらんください。 

 歳出の（１）地方公共団体情報システム機構交付金につきましては，個人番号カード作

成等の関連事務については，地方公共団体情報システム機構に事務を委任し，事務に要す

る費用を交付金として交付することとしております。国において個人番号カードの発行，

申請を遅滞なく万全に対応するためにカードの追加発行に係る経費を増額する補正予算が

成立し，交付金が増額するため，４６９万６，０００円の増額補正を行うものです。財源

についても全額国庫補助金で増額をしております。 

 （２）国保会計繰出金につきましては，人事異動による調整により職員給与費等繰出金

を減額，保険基盤安定繰出金の増額により，その他一般会計繰り出し分を減額するもので



- 32 - 

す。合計して２，７７６万円を減額補正するものです。 

 （３）の保険基盤安定繰出金国民健康保険分につきましては，保険税軽減分につきまし

ては，先ほど国保会計の方で説明しましたとおりに制度改正により増額をするものです。

保険者支援分につきましても増額をするもので，合わせて５，２８８万２，０００円を増

額補正するものです。財源につきましては，保険基盤安定負担金の国庫が２，０７３万円

増額，保険基盤安定負担金の県費が１，８９３万１，０００円を増額補正するものです。 

 （４）の後期高齢者医療費療養給付費負担金につきましては，後期高齢者医療制度に加

入している竹原市の被保険者分の医療給付費総額の１２分の１を市が負担するもので，広

域連合において療養給付費等負担金について再計算した結果，２，３６６万５，０００円

の減額となったものでございます。 

 （５）の保険基盤安定繰出金後期高齢者医療分につきましては，低所得者に対する保険

料軽減相当分を公費で補填するもので，保険料軽減相当額を一般会計から後期高齢者医療

特別会計に繰り出し，県はその繰出金の４分の３を負担し，市が４分の１を負担するもの

です。広域連合において各市町の保険基盤安定負担金を再計算した結果，３４３万９，０

００円の減額となったものです。あわせて財源として県費分２５７万９，０００円を減額

補正しております。 

 （６）の乳幼児医療費につきましては，乳幼児医療費の対象件数を過去の実績をもとに

３万６８８件と見込んでおりましたが，実績見込みが２万７，９６９件と当初の見込みを

下回るため，３８９万４，０００円を減額補正するものです。 

 （７）の予防費委託料につきましては，小児予防接種のうち，水痘ワクチンの接種者を

５０３回と見込んでおりましたが，実績は３７４回と下回る見込みとなったこと及び日本

脳炎ワクチンの接種者数を８６９回と見込んでおりましたが，実績は７４０回と下回る見

込みとなったため，１８４万４，０００円を減額補正するものです。 

 （８）の不妊治療費補助金につきましては，不妊治療費補助金の申請数を２０件と見込

んでおりましたが，実績は１０件と下回る見込みとなりましたので，１２０万円を減額補

正するものです。 

 （９）のがん検診委託料につきましては，医療機関検診で大腸がん検診受診者を４３７

人と見込んでおりましたが，実績は１４７人と下回る見込みとなったこと及び子宮頸がん

検診受診者を２１４人と見込んでおりましたが，実績は１７４人と下回る見込みとなった

ため，１００万円を減額補正するものです。 
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 次に，歳入について説明します。 

 １の１５ページをごらんください。 

 （１）と（４），（５），（６）については重複をしますので，説明を省略します。 

 （２）の個人番号カード等関連事務費補助金につきましては，先ほど説明しましたカー

ドの追加発行に関わる地方公共団体情報システム機構交付金に対する補助金４６９万６，

０００円に合わせ，発行に係る臨時職員の配置等に係る市の事務費に対する補助金２３１

万２，０００円を合算した７００万８，０００円を増額補正するものでございます。 

 （３）のがん検診補助金につきましては，国が無料クーポン等の配布，受診勧奨等の対

策を廃止してから５年が経過し，国庫負担金の対象経費及び基準算定方法の見直しがされ

たため，２２５万２，０００円を減額補正するものです。 

 次に，（７）の健康増進事業費補助金につきましては，平成２７年度健康増進事業費補

助金県予定額の減額に伴い１３２万７，０００円を減額補正するものです。 

 続いて最後に，資料の１の２２ページをごらんください。 

 個人番号カード交付事業交付金につきまして，事務の委任先である地方公共団体情報シ

ステム機構が市から交付金の請求について，新年度において最終的な精算を行うことにな

りますので，今年度執行した額を除いて８０３万８，０００円を繰り越しをするものでご

ざいます。 

 市民健康課の説明は以上です。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 続きまして，まちづくり推進課分の補正予算につい

て説明をさせて頂きます。 

 今回の補正予算につきましては，毒ガス資料館入館者の増及び各事業の精算に伴う歳入

歳出の補正を行うものでございます。 

 歳入歳出補正予算の状況につきましては，まず資料２の１をお願い致します。 

 歳入の補正でございますが，使用料及び手数料及び県支出金，県補助金について補正を

行うものでございます。 

 ２の２ページをお願い致します。 

 歳出につきましては，総務管理費，保健衛生費，清掃総務費について補正を行うもので

ございます。補正の内容につきましては，一般会計に係る補正についてにより説明をさせ

て頂きます。 
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 資料の２の４ページをお願い致します。 

 説明につきましては，まず歳出から説明をさせて頂きまして，歳入の説明をさせて頂き

ます。 

 まず，１点目のＬＥＤ街路灯整備事業につきましては，自治会が行うＬＥＤ灯への改修

に対する補助金についての補正でございますけども，自治会が管理する街路灯を今年度リ

ース方式によりまして一括でＬＥＤ化することに伴いまして，補助金２０２万３，０００

円が不用となったため，減額補正を行うものでございます。 

 ２点目の合併浄化槽設置整備事業につきましては，くみ取り及び単独槽から合併槽への

設置替え，並びに新設に対する合併処理浄化槽設置整備事業補助金につきまして，今年度

補助金申請件数を当初７４件と見込んでおりましたが，４９件に減少する見込みであるた

め，補助金７４８万円の減額補正を行うとともに，これに対する財源として県補助金１６

１万９，０００円を減額補正するものでございます。 

 次に，資料の２の５ページをお願いします。 

 ３点目の再生可能エネルギー導入事業につきましては，今年度グリーンニューディール

基金を活用致しまして，保健センター，荘野公民館の避難所２カ所へ太陽光発電システム

を整備しておりますが，これに関わる経費について入札に伴い測量設計委託料１２万６，

０００円，工事請負費１，２７９万９，０００円の不用額が生じたため，それぞれ減額補

正を行うとともに，これに対する財源として県補助金１，２９２万５，０００円の減額補

正をするものでございます。 

 次に，４点目の広島中央環境衛生組合負担金につきましては，組合において平成２７年

度の決算見込みを行ったところ，人事異動に伴う人件費の調整や燃料費や光熱水費等の

減，有価物売払収入の増のほか，新施設に伴う造成工事費，用地取得費及び立木補償費の

減など，各費目に予算の増減が見込まれたため，これに伴う負担金１億１，７４９万８，

０００円の減額補正を行うものでございます。 

 次に，歳入の説明を致しますので，資料２の３をお願い致します。 

 １点目の毒ガス資料館入館料につきましては，大久野島毒ガス資料館の入館者数をこれ

までの実績から約３万９，０００人と見込んでおりましたが，約６万５，０００人に増加

する見込みであるため，入館料２６７万２，０００円の増額補正を行うものでございま

す。 

 ２点目の合併処理浄化槽設置整備事業補助金及び３点目の再生可能エネルギー等導入推
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進事業補助金につきましては，先ほど歳出の際説明させて頂いておりますとおり，事業費

の減に伴いそれぞれ１６１万９，０００円，１，２９２万５，０００円の減額補正を行う

ものでございます。 

 最後に繰越明許費について説明を致しますので，資料の２の６ページをお願い致しま

す。 

 繰越明許費につきましては，ＰＣＢ処理事業の予算の繰り越しを行うものでございま

す。本市のＰＣＢの処理につきましては，中間貯蔵・環境安全事業株式会社北九州事業所

に委託し，既に施設内に搬入し，処理を実施しているところでございますが，平成２７年

１０月，同事業所において廃棄中のベンゼン濃度が北九州市と締結した環境値を超過した

ことが判明致しまして，施設の調査，改修を行う必要が生じたため，現在ＰＣＢの処理を

中断しており，年度内の処理完了が困難となったため，これに関わる予算の繰り越しを行

うものでございます。 

 まちづくり推進課の補正については以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 福祉課長。 

福祉課長（平田康宏君） それでは，平成２７年度竹原市一般会計補正予算（第４号）の

うち，福祉課の関係分につきまして，その内容を御説明致します。 

 なお，子ども福祉室の関係分につきましては，後ほど子ども福祉室長が御説明致しま

す。 

 補足資料により御説明致します。３の１３ページをお開きください。 

 歳出の方から説明致します。 

 今回の補正につきましては，３の１ページに歳入を，３の２ページを歳出と致しまして

予算を計上致しております。失礼致しました。３の５ページで歳入でございます。３の６

ページ，７ページ，８ページで歳出を見込んでおります。 

 歳入につきましては，分担金及び負担金，国庫支出金，国庫補助金，県支出金を計上，

歳出につきましては，民生費の社会福祉総務費，障害者福祉費，老人福祉費，生活保護費

を計上致しております。 

 歳出から説明致します。 

 ３の１３ページでございます。 

 まず，（１）の臨時福祉給付金事業でございますが，当初のものと追加で国の補正予算

に関するものがございます。片仮名のアで示しておりますのが当初のものでございます。
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イに示しておりますものが追加ということでございます。 

 まず，当初のものでございますが，臨時福祉給付金につきましては，支給対象者数を

６，６００人と見込んでおりましたが，支給実績が５，８１６人と下回る見込みとなった

ため，４８０万円を減額するものでございます。 

 イにつきましては，国の経済対策によりまして平成２７年度年金生活者等支援臨時福祉

給付金の給付が行われることから，１億２，６００万円を予算計上するものであり，アと

イの補正額の合計でございます１億２，１２０万円を補正するものでございます。 

 なお，イの平成２７年度年金生活者等支援臨時福祉給付金の対象者は，臨時福祉給付金

の対象者のうち，平成２８年度中に６５歳以上になる方が対象となるものでございまし

て，約４，０００人を見込んでおります。支給額は１人当たり３万円ということでござい

ます。 

 次に，（２）の介護保険特別繰出金でございますが，先ほど介護保険特別会計の補正予

算（第２号）で御説明致しました繰入金の財源となる一般会計から介護保険特別会計への

繰出金につきまして５８８万円を減額補正するものでございます。 

 ３の１４ページをお開きください。 

 （３）の障害福祉サービス給付費でございますが，こちらアの重度訪問介護の利用者に

つきまして当初１２人と見込んでおりましたが，実績は２３人となり，イの就労継続支援

Ｂ型の利用者につきまして当初１，１４０人を見込んでおりましたが，実績は１，１７３

人となり，ウの施設入所支援の１人当たり所要額につきまして当初１２万５，３３３円と

見込んでおりましたものが，実績は１３万５，７０８円となり，当初予算を上回ることと

なったため，４８０万円を増額補正するものでございます。 

 次に，（４）の重度障害者医療費でございますが，当初対象者を１，０４６人，１件当

たり医療費を４，４２６円と見込んでおりましたが，実績は１，０２９人と４，１４１円

と下回る見込みとなったため，９１２万８，０００円を減額補正するものでございます。 

 次に，３の１５ページでございますが，（５）の市外施設措置費でございます。こちら

につきましては，措置者を当初１６人と見込んでおりましたが，２人の方が死亡されたた

め，１６７万４，０００円を減額補正するものでございます。 

 次に，（６）の生活保護システム利用負担金でございますが，社会保障・税番号制度，

いわゆるマイナンバー制度の開始に対応するための生活保護の管理システムの改修につき

まして，マイナンバー制度に係るシステム改修事務を情報化を担当しております総務課で
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一括して行うため，３３３万７，０００円を減額補正するものでございます。 

 次に，（７）の生活保護費でございますが，医療扶助費が当初の見込みを下回ること，

また救護施設の入所者を１カ月当たり６人と見込んでおりましたが，実績は１カ月当たり

４人と下回る見込みとなったため，３の１６ページにございますが，２，０００万円を減

額補正するものでございます。 

 次に，歳入でございます。 

 ３の９ページをお開きください。 

 なお，補正の理由等が歳出と重複する部分につきましては簡略した説明とさせて頂きま

す。 

 （１）の老人福祉施設入所者負担金でございますが，先ほどの措置者が２人亡くなられ

たということに伴いまして４４万３，０００円を減額補正するものでございます。 

 次に，（２）の生活保護費負担金国庫負担金でございますが，医療扶助費，救護施設入

所者の実績が下回る見込みということから，３，７６４万５，０００円を減額補正するも

のでございます。 

 次に，（３）の障害者自立支援給付費負担金でありますが，障害福祉サービスの延べの

利用者を２，７２７人と見込んでおりましたが，実績は２，５９１人と下回る見込みとな

ったものでございます。それで２３３万円の減額補正と。 

 ３の１０ページをお開きください。 

 （４）の低所得者保険料軽減負担金国庫負担金でございますが，こちら介護保険特別会

計補正予算（第２号）でも御説明申し上げました，国の低所得者対策による介護保険料の

軽減分につきまして，国の負担分でございます３１８万１，０００円を予算計上するもの

でございます。 

 次に，（５）の生活保護システム改修事業補助金国庫補助金でございますが，マイナン

バー制度のシステム改修事務を総務課で一括して行うことから２２２万４，０００円を減

額補正するものでございます。 

 次に，（６）の地域生活支援事業補助金国庫補助金でございますが，補助率を当初４

７．２％見込んでおりましたが，実績は３９．６％と下回る見込みとなったため，４８４

万９，０００円を減額補正するものでございます。 

 次に，３の１１ページでございますが，臨時福祉給付金事業補助金国庫補助金分につき

ましては，歳出で説明致しましたとおり１，２１２万円を補正するものでございます。 



- 38 - 

 次に，（８）の低所得者保険料軽減負担金県負担金でございますが，こちらは介護保険

料の軽減分の県の負担分でございます１５９万円を予算計上するものでございます。 

 （９）の障害者自立支援給付費負担金につきましては，国庫負担金と同様に当初見込み

が実績を下回るため，１１６万５，０００円を減額補正するものでございます。 

 ３の１２ページをお開きください。 

 （１０）の地域生活支援事業補助金県補助金につきましても，国庫補助金と同様に実績

が下回るため，２４２万４，０００円を減額補正するものでございます。 

 次に，（１１）の重度障害者医療費補助金県補助金でございますが，歳出と同様に実績

が下回るとなったことから，４９９万５，０００円を減額補正するものでございます。 

 （１２）の居宅介護利用促進事業補助金につきましても，こちら利用者の当初見込みを

実績が上回る見込みとなったことから，７０９万５，０００円を増額補正するものでござ

います。 

 最後に，３の１７ページをお開きください。 

 繰越明許費でございます。こちらにつきましては，年金生活者等臨時福祉給付金でござ

います。こちらの事業につきましては，高齢者世帯の年金も含めた所得全体の底上げを図

るということ，また平成２９年度から実施されます年金生活者支援給付金の前倒し的な位

置付けとなることも踏まえまして，また平成２８年前半の個人消費の下支えにも資すると

いうことを目的に，所得の少ない高齢者等を対象に実施する必要がございますが，実施計

画上，平成２７年度内の完了が困難であるということから，１億２，６００万円の事業費

全額を平成２８年度に繰り越しをするというものでございます。 

 私からは以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 子ども福祉室長。 

子ども福祉室長（井上光由君） それでは，子ども福祉室の平成２７年度一般会計補正予

算（第４号）について説明致します。 

 済みません，最初に訂正させて頂きます。 

 ３の２６ページをお願いします。 

 上から２項目めで，施設型給付費が（５）になっておりますが，（６）に，それとその

次の施設入所措置費を（６）になっておりますが，（７）に訂正をお願い致します。済み

ませんでした。 

 それでは，資料の３の１８をお願いします。 
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 今回の補正の内容につきましては，歳出については当初予算の歳出見込み額に対します

実施見込み額の増減と昨年４月からの子ども・子育て支援新制度への移行に伴います額の

増減になります。 

 次に，３の２０ページをお願いします。 

 歳入につきましては，歳出の増減に伴います国県補助等の増減になります。 

 それでは，歳出の詳細から説明致しますので，３の２４をお開きください。 

 歳出の（１）子育て支援臨時特例給付金に要する経費につきましては，事務費及び事務

事業費について減額補正を行います。事務費につきましては，臨時福祉給付金支給事務と

児童手当現況届事務，この事務を一体的に行ったことで経費が削減されたため，当初見込

みを３１１万５，０００円減額するものです。給付金につきましては，支給対象者児童数

を当初２，８００人と見込んでおりましたが，実績では２，７０５人と下回る見込みとな

り，２８万５，０００円減額するものです。歳入につきましては，国庫補助金子育て世帯

臨時特例給付事務補助金を３４０万円減額致します。 

 次に，（２）児童扶養手当の減額理由につきましては，受給者数を２２４人と見込んで

おりましたが，実績は２０８人と下回る見込みとなり，５９４万円減額するものです。歳

入につきましては，国庫負担金児童扶養手当負担金を１９８万円減額致します。 

 次に，（３）保育事業に要する経費のうち，代替保育士賃金と食料費について減額致し

ます。産休代替保育士賃金につきましては，４人４８カ月分と見込んでおりましたが，実

績は３人２６カ月と下回る見込みとなり，２８６万１，０００円を減額するものです。食

料費につきましては，入所児童３０７人と見込んでおりましたが，実績は２９３人と下回

る見込みとなり，１７０万円減額するものです。歳入につきましては，４５６万１，００

０円減額するものです。 

 次に，（４）になりますが，保育事業に要する経費のうち，委託料の予算計上につきま

しては，平成２８年度から実施される保育所等の幼児教育無償化に伴いシステムを改修す

るため，１６２万円予算計上するものです。歳入につきましては，国庫補助金保育料シス

テム改修事業補助金を８１万円予算計上致します。 

 次に，３の２６ページをお願いします。 

 （５）の一時預かり事業補助金の減額理由につきましては，当初市内の市立幼稚園と認

定こども園，計６園になりますが，そちらにおきまして事業を実施するものと見込んでお

りましたが，補助事業を行う施設がなかったため，全額の８１１万円を減額補正するもの
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です。この補助金につきましては，今年度からの子ども・子育て支援新制度で新設された

補助事業で，１号の児童，今までの幼稚園部分の児童になりますが，その児童の延長保育

事業になります。その延長保育部分に専任の職員を雇用した場合に補助対象となるもの

で，専任の職員を雇用しなくても延長の預かりには対応できるため，利用がなかったもの

です。歳入につきましては，子ども・子育て支援交付金の国県補助金をそれぞれ２７０万

３，０００円減額致します。 

 次に，（６）施設型給付費につきましては，施設型給付費のもととなる公定価格が平成

２７年度の国家公務員給与の改定に応じて，保育士等の人件費を４月にさかのぼって１．

９％程度増額となったこと，それと子ども・子育て支援新制度において各施設が徴収する

保育料について施設型給付費の基準額から差し引いて支給しますが，その保育料の額が当

初予算に比べて実績で減額になったため，２，９３０万円増額致します。歳入につきまし

ては，保育所運営負担金の国庫負担金９１０万３，０００円，県負担金１，３５７万６，

０００円をそれぞれ増額致します。 

 次に，（７）母子生活支援施設措置費につきましては，入所世帯数を当初４世帯，延べ

４８カ月と見込んでおりましたが，実績が３世帯，延べ２４カ月と下回る見込みとなった

ため，８３３万１，０００円減額致します。歳入につきましては，母子生活支援施設措置

費負担金の国庫負担金４１６万５，０００円，県負担金２０８万３，０００円をそれぞれ

減額致します。 

 次に，３の２２ページをお開きください。 

 歳入になりますが，（１）保育所運営費負担金から（５）の子育て世帯臨時特例給付事

業補助金につきましては，歳出の方で説明したとおりになります。 

 （６）の放課後児童健全育成事業補助金につきましては，子ども・子育て支援新制度が

開始したことに伴いまして，この補助金から，次のページになります（７）の子ども・子

育て支援交付金へ移行したため，全額の１，８９１万１，０００円を減額するとともに，

（７）の方の子ども・子育て支援交付金の国県補助金を１，５５２万２，０００円増額し

ますが，一時預かり事業補助金が２７０万３，０００円減額になり，差し引きして１，２

８１万９，０００円を国・県それぞれ増額致します。 

 次に，最後のページになりますが，３の２８ページをお開きください。 

 繰越明許費は利用者負担減額措置を実施することに伴うシステム改修委託料１６２万円

について年度内に事業を完了することができないため，平成２８年度に繰り越すものであ
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ります。 

 子ども福祉室関係の平成２７年度一般会計補正予算（第４号）の内容につきましては以

上になります。 

委員長（高重洋介君） ただいまの説明について質疑のある方は順次挙手にしてお願いし

ます。 

 松本委員。 

 松本さん，マイクをお願いします。 

委員（松本 進君） １つ，１の１５の個人番号に関わって端的に質問します。 

 この補正予算で何件，発行の追加ということになるのか。トータルで１，６００万円い

くようになるでしょうけど，トータルで何件発行になるのかということで。それと，番号

の通知に当たっての何％ぐらいになるのかということをまず聞いておきたいと。 

 それから，２点目は２の５の中央環境衛生組合負担金，ここの施設整備の減額について

ちょっともう少し説明を求めておきたいと。この減額理由と今後の対応について説明して

ください。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 市民健康課長。 

市民健康課長（森重美紀君） この交付金が何件分に当たるかということでございます

が，先ほども説明しましたように，交付金と補助金の補正につきましては国の補正予算が

増額されたもので，市の補正も増額しておりますけれども，国が発行件数何件分に対して

幾らという補正ではなくて，その市の規模によって増額を決めておりますので，これは発

行分ではございません。 

 本市の交付枚数でございますが，２月２２日現在でマイナンバーカードの申請者数が

１，８４６人で，既に交付通知書を送付している数が９００人で，既に交付済みの方が５

６０人となっております。 

 ちょっとパーセンテージ出しておりませんけれども，市の６％ぐらいにはいっているん

じゃないかと思います。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 続きまして，資料２の５，広域負担金の補正内容に

ついて説明をさせて頂きます。 

 新施設の整備に関しましては，今年度敷地の取得及び造成工事費を予定しておりました
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が，用地取得に関わりまして，林野庁との調整に時間を要し，今年度中の用地取得が困難

となったため，事業費ベースでございますけども，用地取得費５億７，６００万円，立木

等の補償費１，３００万円，また造成工事費７億４，００５万７，０００円の減額をされ

たため，これに伴います負担金１億５，００６万円の減額補正をするものでございます。 

 なお，これらの予算につきましては，平成２８年度予算に改めて計上を致しまして事業

を推進するものとしております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） その他ございませんか。 

 道法委員。 

委員（道法知江君） ２点お伺いしたいと思います。 

 １の２１，がん検診の委託料についてなんですけれども，大腸がんの検診の受診者を４

３７人と見込んでいたけれども，実績は１４７人だったと。これちょっと見込みと実績の

余りにも幅があるということ，何が考えられるのか。例えば子宮頸がんの受診とか乳がん

の受診率は若干伸びてきていると。それに伴い県の方のがん検診等は６０％を目指そうじ

ゃないかということとは余りにも見込みと実績がかけ離れている大腸がん，これをどのよ

うに分析されているのかをお伺いしたいと思います。 

 それともう一点，臨時給付金なんですけども，臨時福祉給付金，これも実績が５，８１

６人ということで下回ったということなんですけども，そもそも対象者の内容，ちょっと

御確認をさせて頂きたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 市民健康課長。 

市民健康課長（森重美紀君） がん検診委託料の見込みと実績の差についてでございます

が，こちらに書いている４３７人と見込んでいたが，１４７人となっているのは，医療検

診で受診している大腸がん検診の見込みでございまして，今年度までは大腸がんについて

はクーポン事業の対象者，５歳刻みの方が対象者になるんですけれども，対象者のみ医療

機関で大腸がんは受診できる状態でございます。そのクーポン事業の対象者の見込みを３

０％と見込みまして，４３７人を見込んで１４７人という結果でございましたが，集団検

診でも大腸がん検診を受診しておられまして，１，１００人と見込んで１，０８５人の方

が受診をされております。今後，大腸がん検診の医療機関検診についても拡大していく予

定でございますので，また医療機関の検診についても周知を図っていきたいと考えており

ます。 
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委員長（高重洋介君） 福祉課長。 

福祉課長（平田康宏君） 臨時福祉給付金でございますが，こちらにつきましては平成２

６年度から実施されておりまして，平成２７年度も引き続き行われたものです。 

 内容と致しましては，低所得者の方に対しまして，消費税率引き上げ５％から８％に，

この影響によりますものを緩和するため，簡素な給付措置として実施されております。 

 対象者につきましては，市町村民税のうち，均等割が課税されていない方，ただしその

均等割が課税されている方の扶養親族等，また生活保護の被保護者等の方は除くというこ

とでございます。支給額につきましては，支給対象者１人につき，２７年度につきまして

は，６，０００円でございます。２６年度は１万円でございました。また，２６年度には

年金受給者等への５，０００円の加算はございましたが，２７年度はございません。支給

対象者１人につき６，０００円というものでございます。 

 このたび補正でもう一点上げております年金生活者等支援臨時福祉給付金でございます

が，こちらにつきましては，この臨時福祉給付金の対象者のうち，平成２８年度中に６５

歳以上となる方が対象ということでございます。基準日は平成２７年１月１日現在という

ことで，支給額につきましては対象者１人につき３万円というものでございます。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 道法委員。 

委員（道法知江君） 先ほどのがん検診に関わることであれば，医療機関の受診率が低い

ということで，集団検診の方がもう圧倒的に多いというふうに，大腸がん。それで，大腸

がんは５年刻みということでよろしいですか，５歳刻み。今年度だけ。 

市民健康課長（森重美紀君） 医療機関で受診ができるのが５歳刻み。 

委員（道法知江君） ５歳刻み。 

市民健康課長（森重美紀君） 集団検診はございません。 

委員（道法知江君） ５歳刻みはないですね。はい，確認です。 

 それと，先ほどの臨時給付金なんですけども，これはよく給付金ということで，例えば

県内において実際に実施された方と，実績として支給された方，残った方というのは県内

においても一律情報としてわかるものなのか，公表されるものなのか，その辺をお聞きし

たいと思います。 

委員長（高重洋介君） 福祉課長。 

福祉課長（平田康宏君） この給付の状況につきましては，県が取りまとめて，一定には
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公表はされておりまして，本市の場合も約９０％ということですが，他市においても，ど

うしても申請主義ということもございますし，申請の勧奨はしておりますが，なかなか１

００％にはならないというのが実情と考えております。 

委員長（高重洋介君） その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，午後１時まで休憩をしたいと思います。あり

がとうございました。 

              午後０時０２分 休憩 

              午後１時００分 再開 

委員長（高重洋介君） それでは，休憩を閉じて会議を再開致します。 

 議案第４号の説明を求めます。 

 産業振興課長。 

産業振興課長（桶本哲也君） それでは，産業振興課の方から議案第４号竹原市地方活力

向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例案について御説明をさせて頂きま

す。 

 議案書の２３ページをお開きください。 

 この条例案につきましては，地域再生法の一部が改正されたことに伴いまして，市内に

企業が本社機能を移転する場合に，固定資産税の不均一課税を行うことができるようにす

るため，必要な規定を整備するというものでございます。 

 この改正法の概要でございますが，地方創生を推進するためには東京への人口の過度な

集中を是正する必要があることから，企業の地方拠点強化を促進することとされ，本社機

能を移転，拡充する事業者に対し支援することとされたものであります。 

 具体的には，市内に東京２３区から本社機能を移転する事業者，これを移転型と呼びま

すが，この移転型と地方における本社機能を拡充する事業者，これは拡充型と呼びまし

て，これらの事業者に対しまして３年間の固定資産税の不均一課税を行うというものであ

ります。 

 まず，移転型につきましては，固定資産税率を１．４％から１年目１０分の１の０．１

４％，２年目４分の１の０．３５％，３年目２分の１の０．７％としまして，拡充型につ

きましては，固定資産税率を１．４％から１年目１０分の１の０．１４％，２年目３分の

１の０．４６７％，３年目は３分の２の０．９３３％としまして，地方拠点の強化拡充を
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行う企業を支援するものでございます。 

 不均一課税を行うことによります減収分につきましては，本市の場合は地方交付税によ

りまして４分の３の減収補填を行うこととされているものでございます。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） ただいまの説明について質疑のある方は挙手にてお願いします。 

 道法委員。 

委員（道法知江君） 地方が定める地方税制ということで不均一課税の制度ということだ

と思うんですけど，償却設備と構築物と土地というふうなことではないかなと思うんです

けど，これ公益上いろんな事由によって必要がある場合はその条例で定めることができる

ということで今言われているんだと思うんですけど，例えば対象業種とかあるのか，対象

になる業種があるのか，また取得の価格とかというものはあるのか。例えば資本金に対し

てとかというものはあるのかどうか，そこをちょっとお伺いしたいなと思います。 

委員長（高重洋介君） 産業振興課長。 

産業振興課長（桶本哲也君） 今の御質問にお答えを致します。 

 まず，対象業種ということでございますけども，今回のこの条例案につきましては，東

京への一極集中を是正すること，また地方創生を推進することを目的としておりまして，

先ほど申し上げました移転型につきましては，東京２３区から本社機能を移すという場合

でございますので，特に対象業種というのは定めておりません。 

 それで，本社機能ですけども，基本的に事務所ですとか研究所ですとか研修所とか，そ

ういったものでございますので，例えば支所ですとか支店ですとか，そういったものは対

象にならないということでございます。 

 ですので，取得価格ということではございませんので，とにかくそういう本社の機能を

地方へ移転するという場合に，その固定資産税が対象になるということでございます。ど

うぞよろしくお願いします。 

委員長（高重洋介君） 道法委員。 

委員（道法知江君） 例えばその製造事業とか，いろんな有線放送の事業とか情報通信の

事業とか農林水産業の販売事業とか，いろいろあると思うんですけど，そういう対象事業

というのはなしに，どんな事業でもいいということの理解でよろしいんでしょうか。 

委員長（高重洋介君） 産業振興課長。 

産業振興課長（桶本哲也君） はい，業種は特に問うておりませんので，どんな業種でも
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結構でございます。 

委員長（高重洋介君） その他ございませんか。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） １つは，こういった固定資産税の優遇措置をやるということですか

ら，やるからにはちょっと歯どめが要るというのは具体的にこういう業種が竹原市の方に

来て，固定資産税を優遇措置をするよという場合で，その３年間ということでしたけれど

も，もう一つは例えば竹原市内の雇用というのか，そこに結びつく，雇用はわかりやすい

から一つはあるんですけども，そういった何か要るんじゃないんかなと思うんですけど，

そこはどうなんでしょうか。 

 具体的にちょっとイメージが，新聞，テレビで具体的によそへ来るとかというのが余り

聞いたことがないんで，今後予定されるというのがあれば一番いんだけども，そこを含め

てイメージとしてこういう移転型があった場合とかを含めて雇用がやっぱり具体的にこれ

だけ竹原市でないといけんのじゃないのかなと，優遇措置をしてもという意味でちょっと

イメージとして具体例があれば，想定するのがあれば聞いておきたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 産業振興課長。 

産業振興課長（桶本哲也君） 国の方が説明されておられますのが，これまでの事例とし

て，ちょっと具体的な企業名をあえて挙げさせて頂きますが，小松フォークリフトさんが

東京から北陸の方へ本社を移転されて，その移転を機に雇用が創出された。また，人口も

増えたというような事例があったということから，そういうふうに地方に本社が移転すれ

ば，雇用増，人口増につながるということで，これを推進していくというふうな御説明さ

れておられますので，そのように我々も期待はしているとこでございます。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 例えばちょっとわかりやすくしてもらいたい，例えば流通工業団地

へまだスペースがあるから，そこにこういったさっき業種とかいろいろあったけれども，

いろんな企業が移転されたり拡充されたりということの場合，あと今度はその事例が起こ

った場合，例えば雇用奨励金なんかでしたら，今ある制度がありますよね。そこの方の活

用なんかというのが１つと，私はそこが一番具体的なのかなと思うんだけども，ほかの竹

原市の工業団地以外のとこでこういう機能が移せる場所とかスペースとかというのはちょ

っと余り聞いたことがないから，今から開発してというんだったら間に合わないと思っ

て，その流通団地の空いたスペースに一つはこういう企業が見込まれる。その場合は雇用
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奨励金などを活用して，こういう期待できるというのがそこのイメージかなと思うんです

が，そこだけちょっともう一回確認を。 

委員長（高重洋介君） 産業振興課長。 

産業振興課長（桶本哲也君） おっしゃられるように，確かに工業団地へ進出して頂けれ

ば優遇制度，県も市も設けておりますので，そういったものも活用できると。さらに，こ

の期間に本社機能を移転して頂ければ，こういった不均一課税の制度も利用できるという

ことでございます。ですので，この今回の条例案につきましては，工業団地だけに限ら

ず，市内の適地に移転をして頂ければ対象になるということでございますので，我々とし

ても引き続き企業誘致には努力してまいりたいと思っております。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 何かちょっと余り受け身過ぎるなというんがあったようで気になる

のは，こういう制度がもしあったとして，移転したり拡充したりというんだったら，例え

ば受け皿として工業団地のここがありますよということをぴしっとアピールしないと誰も

来ませんよ，それは。もしそういうことを考えた人があったとしても。小松のフォークリ

フトがあって，それだけスペースが要るわけだからね。だから，工業団地なり流通団地の

分のこれだけスペースがあって，市としてアピールするような仕組みもつくらないといけ

ないしね。ただ国が制度をつくったから，条例だけ改正しときゃあいいよと，あとは何と

か来なさいというだけじゃったら意味がないですよ，誰でも来るはずないんじゃから。流

通団地のあのアンケートを見てみなさいや。 

 ですから，そこがこういう条例をつくるからには，市としていろんな関係課への，国，

県とかいろんな働きかけがやっぱり準備されているかなという，そこは聞こえてこないか

らちょっと心配になって確認しておきたい。 

委員長（高重洋介君） 建設産業部長。 

建設産業部長（谷岡 亨君） この固定資産税の不均一課税の条例につきましては，これ

は御存じのように地域再生法の改正によりまして，地方が地域再生計画をつくることによ

ってこういった不均一課税ができるというような形になっておりますので，今広島県と県

内２３市町が共同してこの地域再生計画をつくっております。この中でその移転型の地域

と拡充型の地域というのを定めまして，それでもう一つはその中で不均一課税ができるん

ですけど，県は事業税とか不動産取得税等の不均一課税の方をやりますと。そして，地方

自治体においては固定資産税についての不均一課税をやりますと。そのためには地方自治
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体がそれぞれ条例で定めるなりしなくてはならないので，今回その条例を定めて竹原市に

おいても不均一課税ができるようにということで今させて頂いているというふうに御理解

を頂いたらというふうに思います。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 私がちょっと言いたいのは，国の制度なりいろんな制度でこういう

事をやるんだろうけども，竹原市だって考えなくてはいけないのは，ただこういう分があ

って整備しなさいというのがあるからしとくという，ちょっと受け身の分だけじゃなく

て，私が言うたのはさっき言った具体例としてこの流通団地が例えば空きがあるから，そ

こに来てくださいと，拡充してくださいと，そのためにこういう受け皿として準備します

よという分と同時に，やっぱりそれは県とかそういうのにアプローチしないと，それやっ

ぱりわざわざ受け皿をつくっとるわけだから。ただ，待っただけじゃあ，何も雇用は生ま

れないというんが大分気になるわけです。だから，こういうせっかくつくるからには，こ

の準備と同時に竹原市がいかに雇用創出のために企業誘致の一環としてこういうこともや

るよという取組が全然何か見えんなという気がするんでちょっと気になるんですが，何か

言えんけども，そういう準備があると思ったりするのですが。 

委員長（高重洋介君） 副市長。 

副市長（細羽則生君） 先ほどちょっと部長の方から説明させて頂きましたけど，地域再

生計画というのを県の方が計画をつくります。そこの中につきましては，県内の各市町に

おける工業団地あるいは流通団地という部分に対してどういう働きかけをするか，それは

企業に対してでありますとか，関係団体がどういうふうに協力するかというのを定められ

ております。その定められたものに基づきまして様々な市とか県とか，関係機関が協力し

てセミナーの開催でありますとか，その企業誘致というような活動を行いながら，企業誘

致を図った上で本社移転をして頂くとか，機能拡充をして頂くというのをやります。た

だ，それらにつきましては，事業計画書というのを出して頂きまして，その事業計画書に

基づいて雇用の人数が幾ら要るか，大企業であれば常時雇用が１０人だったと思いますけ

ど，中小企業だと５人というような要件を当てはめまして，それに合致しているものにつ

いてこういう助成といいますかを行っていこうという仕組みになっておりますので，御理

解頂ければと思います。 

委員長（高重洋介君） そのほか。 

 宮原委員。 
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委員（宮原忠行君） 総括質疑でも言うたけど，私は今の提案される側のまだ一知半解な

んじゃ思うとる。そして，質問される方も地域再生法に基づく固定資産税の不均一課税と

いうことが理解できてないんよ。それで，地域再生法そのものもなかなかちょっと法律だ

から，わかりづらい。そして，確かにまずこの法律等で言えば，その地域創生が東京一極

集中の是正で，首都圏からの本社機能の移転とかいろいろ言われとる。ところが，そうで

はないわけ。そして，とりわけ今回提案されておる不均一課税というのはそうしたことで

はないわけ。 

 そして，今の地域再生法とか施行令で言うと，例えば地方再生法で言うと第５条の第４

項４号，地方活力向上地域，これは産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域

なんよの，首都圏。そして，それだけじゃなくて，それ以外の地域で，かつ当該地域の活

力の向上を図ることが特に必要な地域を言うと，こう言われている。 

 そして，施行令で言うと，どこに該当するかというと，第１条の特定政策課題なんよ

の。そして，それは１つが地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形

成とか，第２号において地域における未利用の，または利用の程度の低い資源を有効に活

用した産業の振興なんよの。だから，本来ならば提案においては，この竹原市における未

利用の，または利用の程度の低い資源を有効に活用した産業の振興を図るための固定資産

税の優遇措置ですよと，こうなるわけ。だから，マスコミ的なその東京の一極集中の是正

のところだけで捕らわれて，今の地域再生法の全体の構図と，そしてその地域創生という

か，これとのそのイメージがごっちゃになってしもうた提案になっとるわけ，多分。 

 だから，改めて聞くけれども，今部長とか副市長の方からあったけれども，広島県が策

定をした，もちろん広島県全体を入れているよ，市町村の２３市町も入れているわけでし

ょう。そして，その中で地域再生計画を策定をして，内閣府の認定を受けたということよ

の，そうでしょう。そうすると，今までの全体が広島県が策定した地域再生計画が一体全

体，もちろん竹原は入っているわけでしょう，今言ったように未利用の，または利用の程

度の低い資源を有効に活用した産業の振興ということで，その乙井谷の工業団地への研修

施設の誘致ということですね，そういうことでしょう。そうすると，広島県全体における

竹原市のはわかったが，じゃあ一体全体よそはどういうふうな計画をされているんかとい

うことが，ちょっと全体を理解するために，同時にはっきり言うとその地域再生計画の中

において竹原市はその未利用土地の有効活用とそのことが竹原市の活性化につながるとい

う位置付けよの。じゃあ，ほかに認定を受けているところはどういうことなんか。そうし
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た全体計画の中における今回の竹原市の提案が本当に今議論があったような活性化に本当

につながるようなものなんかどうかということを真剣に議論せにゃあいけんし，そこのと

ころの検討をせにゃあいけん。そうした意味で，広島県が策定した地域再生計画の概要に

ついて御説明をして頂きたいと思いますので，よろしくお願い致します。 

委員長（高重洋介君） 副市長。 

副市長（細羽則生君） 地域再生計画の部分の全体のお話でいきますと，おっしゃられる

ように企業誘致の部分だけを特定しているものではございませんで，それ以外の地域が自

立して自主性を持っていろんな活性化に取り組むものについて幅広に省庁横断的にいろん

な支援をしていきましょうというような大きなコンセプトに基づいていろいろな事業が行

われております。 

 今回，県の方が再生プロジェクトというふうな形で，県下全域をこの地域再生法に基づ

いて再生計画をつくったものにつきましては，企業のリーマン・ショック以降，産業集積

という部分について県のそれぞれ持っている企業のポテンシャルという部分が十分に発揮

できていないというような状況があります。東部でありますとか西部でありますとか，そ

れぞれの地域が持つ有効な資源といいますか，能力というものを活性化するためにそれぞ

れの地域において，先ほどおっしゃられましたような工業団地の部分の未利用地の部分を

含めまして，さらにはその機能移転することによって産学官連携を行うことによって新た

な活力が生まれるんじゃないかというような大きなコンセプトに基づいて動いていこうと

いう仕組みでございます。 

 で，それぞれについて，今回の部分につきましては，市としまして税制優遇というよう

な形の部分を県と連動してやっていきたいというふうに考えているということで御提案さ

せて頂いたというふうに御理解頂ければと思います。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） もう広島県のホームページで公表している，だからはっきり言う

と，今言うた首都圏からの移転をする企業というのは，前川製作所よ。これが東広島市高

屋台２丁目，ここへ来るわけ。 

 そして，拡充型の事業で言えば，今言うたように特定の地域政策課題へ応えるというこ

とで，別に首都圏でのうても，広島県の中でもええ話よの。そして，それでしているん

が，１つは尾道市の因島，ここの三和ドック，そして中外テクノス，これが広島市の佐伯

区。そして，竹原市の場合は，乙井谷の工業団地へシーエックスアール，これが事業拡張
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に伴う人材育成の充実を図るため，竹原市において研修施設を整備すると，こうよの。そ

して，調べたところ，研修施設だって別に宿泊施設も何もない。そして，シーエックスア

ールというのは，その非破壊検査というか，こうした分ですよね。そして，結局は今議論

があったように，雇用とかなんとかは直接関係はない。関係はないけれども，特定政策課

題であるところの，いつも松本委員が質問されとるように，５０億円も６０億円もかけて

造成をした工業団地が寝とるから，そこへ当てはめておけということだったんで，別にそ

のこと自体が竹原市の雇用にもそれほど直接的な活性化にも，もっと言えば大々的に宣伝

されている地方創生，これに県とか竹原市にとっては渡りに船じゃったけれども，そうし

た竹原市の直接の活性化効果は期待できないと思うが，この点についてどう思われます

か。 

委員長（高重洋介君） 副市長。 

副市長（細羽則生君） 現在，県の方が地域再生計画に基づいて申請させて頂いているも

のにつきましては，今委員の方から御紹介頂いた各企業でございます。これにつきまして

は，事業計画の申請というものがございまして，一定の期間がございますので，それ以外

にも同様な思いを持たれて機能拡充をしようとか，あるいは大都市圏から移転をしてこよ

うというものにつきましては，幅広に取り組んでいきたいということを考えておりますの

で，そういう面につきましては，今後我々の方も関係機関と連携しながら，そういう形に

つながるような形にして雇用促進というものを含めて取り組んでいきたいということでこ

こに取り組まさせて頂いたというふうに御理解頂ければと思います。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） ちょっとマスコミ的にも地方創生というと過大な期待を持ったりと

か，ある意味幻想というかというようなものを持ちがちなんよね。この地方再生法は，平

成１７年にできている。そして，その平成１７年に制定施行されて以降，竹原市もこの地

方再生法に基づくいろんな事業認可というか，交付金の交付も含めて受けている。そうし

た延長上に今回出てきているわけで，そしてそれが果たして今マスコミ的に注目されてい

るような直接的に竹原市の雇用であるとか，そうしたものに期待をしてええような状況な

んかどうかは，その地域再生法に基づく再生計画を受けてやってきた竹原市の，その事業

の過程を見れば，私はわかると思う。そして，そこで今の平成１７年の地域再生法の制定

施行以来，竹原市が事業認可を受けてきた地域再生法の中身について時系列でちょっと説

明を求めたいと思いますので，よろしくお願いします。 



- 52 - 

委員長（高重洋介君） 副市長。 

副市長（細羽則生君） 済みません，現段階で過去の地域再生法に基づいて行った事業と

いう部分についてはちょっと今持ち合わせておりませんので，また情報提供させて頂けれ

ばと思います。 

 おっしゃられましたように，地域再生法に関わる部分につきましては，前段，先ほどお

話しさせて頂いたように，様々な取組が可能になっております。今回の部分だけで全てと

いうわけではなくて，いろんな取組をやることによって制度として，制度としてといいま

すか，取組として相乗効果が生まれてくるんではないかというふうに思っておりますの

で，どうぞよろしくお願い致します。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） 私は資料を持っているが，あえてしないが，言うように一つ出た提

案も，なかなか地域再生法から地域再生計画法，それで広島県が事業認可を受けた，そし

て当然その下に竹原市もある。そうしたいろんな全体像とか，今までの事業施行という

か，これのプロセスを経ていかんと，過大な期待に基づくすれ違いの議論になる思う。 

 ですから，提案をされる時は，やっぱり文言の表現も，明らかに首都圏からの移転では

ないわけだから，拡充型の事業でしょ，今回はよ。そうじゃろう，特定の地域政策課題に

応えるという部分だから。首都圏からの移転ではないわけ。だから，そこのところは，い

やいや，だからそこのところは事態を，提案をされとる議案が議員においても簡潔に理解

できるような表現方法を求めたいと思うが，この点について改めて副市長の答弁を求めま

す。 

委員長（高重洋介君） 副市長。 

副市長（細羽則生君） 今回の部分につきまして，説明の部分がちょっと不十分だった部

分があるのではないかというふうに思います。背景も含めて少し解きほぐすといいます

か，背景が少しわかるような形で委員会においては説明させて頂きたいというふうに思い

ますので，よろしくお願い致します。 

委員長（高重洋介君） 宇野委員。 

委員（宇野武則君） 竹原市，４０年ぐらいは企業は来とらん思うんですが，４５年ぐら

いになるんですか。海岸線に企業が来たというんで，吉名のガード下を通ってガードの下

まで行ったら，引き返して帰った事例があるんよの。私がいつも言っているように，吉名

竹原線の道路は喫緊の課題なんですよ，こういうものを生かそう思うたら。企業誘致のこ
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れもとになるわけだから，この条例が。そうすると，これ竹原工業が竹原市の誘致企業の

１号なんです。あれは御承知のように３社が合弁会社じゃが，今度ボードが売れないとい

うことでやめたんですね，去年。担当職員にもすぐ耳打ちをして行ってから，面積とか今

後の状況はどうかというような話もしたんですが，ほかにもうちに話が来とるんじゃが，

東広島は５遍来たら，竹原市は一遍も行かんのよ，用地買収でも。 

 だから，こういうものをつくってどういうように生かすかというのは，やっぱり職員の

やる気なんよ。だから，私は今竹原工業も産廃が大変活発になって雇用もやっています。

そして，昔のボードは全部やめたんで，従業員も皆首を切ったんじゃが，今はその産業廃

棄物，家を解体したりするのは三原市や尾道市も大変活用してもらっているのですが，こ

の前尾道の市長と会うたからお礼は言うとったんですが。 

 そういうことで，ボードも何とかやりたい思うて，電発の灰をもろうて広大で相当研究

したんですが，そういう流れというものは竹原市は何も知らんけん，だから企業へやっぱ

り回って，どういう情報があるか，東京会じゃ竹原会じゃというようなんがあるが，一回

も利益になったことはない，行くだけで。だから，もうちょっと既存の企業へ回らせてか

ら，やっぱり企業が気安うこうじゃが，ああじゃがというような情報交換できるような体

制をつくらんと，こんなもん何ぼつくってもだめよ。そういうことだけお願いしときま

す。 

委員長（高重洋介君） 答弁はいいですか。 

 そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，続いて議案第５号の説明を求めます。 

 産業振興課長。 

産業振興課長（桶本哲也君） それでは続いて，議案第５号竹原市消費生活センターの組

織及び運営等に関する基準を定める条例案につきまして御説明をさせて頂きます。 

 議案書２７ページをお開きください。 

 この条例案につきましては，消費者安全法の一部が改正されたことに伴い，消費生活セ

ンターの組織及び運営並びに情報の安全管理等に関する基準につきまして条例で定めるこ

ととされたことによりまして必要な規定を整理するというものでございます。 

 現在は要綱を定めて運用をしておりますが，今回消費生活センターにおける職員の配

置，相談員の資格また処遇または情報の安全管理等について条例で定めることとしたとい
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うものでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願い致します。 

委員長（高重洋介君） ただいまの説明に質疑のある方は挙手にてお願いします。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） １つは，こういう条例を制定されて，市の関わりといいますか，そ

この関連もあるわけですけれども，要するに人とか資格とか，そういった今説明があった

わけですけども，条例によって変わるとこはどう変わるんかというんがあれば，ちょっと

一つ聞きたいのと，それでもう一つは，こういう位置付けがはっきりされて，いろんな今

消費生活の相談といいますか，特に悪質のいろんな商売なんかがあって，そこへのいろん

な詐欺とかいろんなことを含めて，いかに早く対応するかということで，ちょっといろい

ろ新聞見てたら，例えば愛媛県宇和島市なんかは４市で見守りネットワークというんがつ

くられとって，それどういうことかというと，例えば民生委員とかホームヘルパーとか，

いろんなやっぱりこういう高齢者とか，その接するお世話している人たちがこういった直

接そういう消費生活の苦情，相談といいますか，受けたら，高齢者からこういうことがあ

ったんだけども，どうかねという相談を受けたら，こういうヘルパーさんとかそういう接

している方々が即消費者センターへ連携をとって解決を図るというような，これは愛媛県

の宇和島市の例ですけれども。 

 竹原市では例えば今ある民生委員とか，いろんなヘルパーさんとか，それぞれの仕事が

あって，またプラスになるようなことはちょっとあれなんですけど，その仕事も増えると

いうのはちょっと大変だなというのもありますけれども，一つのそういう障害者，高齢者

の方の接している分で，この消費者のトラブルを解決するというのは，すぐ要るんじゃな

いかなと思いますけども，竹原市の場合は今はどういうふうな運用が行われているんかな

と。要するにヘルパーさんとか民生委員の見守り隊とかなんかが，何かあったら苦情が連

絡して解決するようになっているということがあるのかどうかを含めてちょっと聞いてお

きたいと。 

委員長（高重洋介君） 産業振興課長。 

産業振興課長（桶本哲也君） まず，現在は要綱によって消費生活相談業務というのを行

っております。このたび消費者安全法が平成２６年６月に改正をされまして，２年以内に

施行されるということから，この４月に施行されるということになりまして，それに伴っ

て条例の制定を行うというものでございます。 
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 特に業務自体に要綱から条例に変わって何か特に大きな変更があるということはござい

ませんが，今までどおり午前１０時から４時まで週５日，消費生活相談業務を行っており

ますので，また現在いる相談員はその資格についてもその条例で定めるとおりの資格を有

している相談員を配置しておりますので，特に変わるということはないというふうに思っ

ております。 

 それから，消費生活相談業務の連携という御質問でございます。当然高齢者の方とか，

直接御相談できないという場合には，御家族の方ですとか近所の方，あるいはそういうヘ

ルパーの方とかを通じて御相談は頂いているということは今でもございます。また，相談

内容によりましては，相談員だけでは解決できないということも多々ございますので，弁

護士等の法律の専門家ですとか，またそういう福祉関係の方へ相談内容を引き継ぐという

ようなこともさせて頂いておりますので，そういった連携というのは今後もとっていきた

いというふうに思います。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 確かに今もやられているんでしょうけれども，より被害情報を早く

つかんで早く対応するということを今，一つは見守りのネットワークという面で紹介した

んですね。ですから，さっき言った民生委員がいろんな御負担，高齢者のお世話をされて

いるとかヘルパーさんとかという身近なつながりのある方がすぐぱっと相談できて発見で

きてつなげてといいますか，消費者相談センターの人に専門家につないでいくということ

の部分がないと，なかなかそこらがずっと被害が後になってわかるというよりは，ちょっ

とでも早くおかしいなと思ったら，その相談相手があれば早く解決できるんではないかな

という意味での改善が要るんじゃないかという思いです。 

 ですから，今もいろんな形での相談が入っているんでしょうけれども，特に被害，いろ

いろ高齢化，いろんな障害者とかを含めたこういう被害情報を早くつかんで対応するとい

う面でのちょっと研究調査をしてほしいなと。ちょっと意見だけ挙げておきたいと。 

委員長（高重洋介君） 答弁いいですか。 

 そのほかございませんか。 

 道法委員。 

委員（道法知江君） 消費者安全法の規定により消費者センターという，いわゆる今現在

あるのは産業振興課内の相談室というふうな状況だと思うんですけども，それがセンター
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という名称に変わるのか。 

 それと，２８ページの第４条のところで相談員の資格試験に合格した者，不当景品類及

び不当表示防止法等のというのがあるんですが，その等というのはどういった内容なの

か，それをお聞きしたいなと思います。現段階では消費者相談員が１人おられると思うん

ですけど。余り内容的には変わらないというようなことだったんですけど，この等という

のがよくわからない。この等の中にどういう内容なのか，ちょっと教えて頂きたいと思い

ます。 

委員長（高重洋介君） 産業振興課長。 

産業振興課長（桶本哲也君） まず，今は消費生活相談室という名称でございますが，週

４日以上，相談室を開設すれば消費生活センターという機能は取得できるということでご

ざいますので，一応名称は室ですけども，そういう消費生活センターと国が定めるセンタ

ー機能というのは有しているということでございますので。今もう消費生活相談室という

ことで平成１５年から設置しておりますので，市民の方にもなじんでいるということか

ら，名称はそのままでいくことに致しております。 

 それから，相談員の資格でございますけども，現在の相談員は消費生活専門相談員資格

と消費生活アドバイザー資格というのを取得しております。これは国の方の国民生活セン

ターの方の資格でございますので，これはこの条例で定める消費生活相談員資格試験に合

格した者というものに準ずるということで，この項目には今の相談員はクリアしていると

いう扱いでさせて頂くことにしております。 

 それで，済みません，この法律の名称のところの等というところなんですが，申しわけ

ございません，ちょっとこの内容が把握できておりませんので，またこれは後ほど調査し

まして回答させて頂ければと思います。申しわけございません。 

委員長（高重洋介君） 道法委員。 

委員（道法知江君） おそらくこの等というのが，その等の中の意味というのが，消費者

安全法という消費者に対する安全法が入っているのではないかなというふうに思うんです

けども，それまた確認して頂いて，また御報告頂ければというふうに思っております。 

 現段階において相談件数なんですけれども，相談件数は大体どれぐらいなのか，また解

決数，解決には満たないんだけれども，それぞれの専門分野のところにお伝えしていると

か，そういった動きがちょっとわかれば教えて頂きたいと思います。 

 あと，消費者庁があって，消費者庁の方ではホットラインで１８８，そこからまた全国
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の方の消費者相談窓口の方につながるっていうことも全国的には御存知だと思うんですけ

ども，そういったやりとりがあって，結局竹原市の相談員の方に御連絡するんだけども，

最後はまたいろいろ消費者庁の方につなげて頂くということもあったりするのも事実では

ないかなというふうに感じております。それも含めた上で，今現段階の相談件数，先ほど

松本委員もおっしゃいましたけど，いろんなところで悪徳商法というんですか，どんどん

増えているというのも実態としてあると思うんですけど，そうなるとお一人で週に５日間

ということで，昼の休憩も１時間あるということですので，その中で十分に機能がされて

いるのかどうかということもお聞きしたい。 

 それと，電話の無料相談というのは，事実今はホットラインとして残っているのかどう

か，それもあわせてお聞きしたいと思います。 

員長（高重洋介君） 産業振興課長。 

産業振興課長（桶本哲也君） まず，１点目の相談件数でございますけども，過去５年間

申し上げますと，平成２３年は２３０件，平成２４年が２１８件，平成２５年が２３０

件，平成２６年も２３０件，昨年平成２７年は２２９件，ほぼ横ばいの状況でございま

す。 

 解決数ですけども，一応先ほど少し申し上げましたが，弁護士等の法律の専門家へおつ

なぎするとか，相談員で解決できないっていうような場合には，そういった関係機関にお

つなぎをしておりますので，ほぼ解決はしているというふうに理解しております。 

 それから，全国の消費生活センターとは消費生活センター機能を有しておりますのでオ

ンラインで接続する，これはＰＩＯ－ＮＥＴというふうに名称，呼ぶんですけども，そう

いった接続をする，そういう機器を導入を致しておりますので，オンラインでテレビ電話

のような形で県ですとか全国の方の，そういう相談業務が非常に複雑とか難しい場合に

は，そういったところともオンラインで接続して，より専門的な方と相談ができるという

ような体制は致しているとこでございます。 

 配置は相談員は１名ということで，今のところは１名で今の件数で十分できているとい

う状況でございます。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは続きまして，議案第２０号の説明を求めます。 
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 上下水道課長。 

上下水道課長（木村忠志君） 建設産業部上下水道課の議案第２０号平成２７年度公共下

水道事業特別会計補正予算（第２号）を説明致します。 

 議案等補足説明資料の２の１ページをお開きください。 

 特別会計補正予算に係るものにつきましては２の１，２の２ページに，一般会計に係る

ものにつきましては２の４ページにそれぞれ状況を示しております。 

 最初に２の１ページをお開きください。 

 歳入につきましては，実施見込み額から下水道分担金１３６万７，０００円，下水道事

業補助事業補助金７１０万円，下水道事業債３，０５０万円をそれぞれ減額し，下水道使

用料につきましては２９６万円を増額するものであります。 

 次に，２の２ページをお開きください。 

 歳出につきましては，汚水対策に要する経費のうち，事業費建設費委託料４２１万５，

０００円，工事請負費１，７３７万５，０００円を減額し，雨水対策に要する経費のうち

委託料１，５２０万円を減額するものであります。 

 理由につきましては，２の３ページにお示ししておりますが，歳出予算について減額の

主な要因としては，予算計上額に対して国庫補助金の交付決定額が汚水対策については５

０万円，雨水対策については６６０万円の減額となったことであります。また，公共下水

道事業債については，入札結果からの実施見込み額に対し，汚水対策で１，９７０万円，

雨水対策で８６０万円を減額するものであります。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） ただいまの説明について質疑のある方は挙手にてお願い致しま

す。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） 今説明があった雨水対策の減額補正です。ちょっと気になるのは，

今国の補助金が減ったからという分で，繰り越しをやっているんでしょうけれども，これ

が場所の確認と，この事業をやれば雨水対策は，浸水対策というか雨水対策による被害は

起こらないと，そういうふうになると理解していいんですか。 

委員長（高重洋介君） 下水道課長。 

上下水道課長（木村忠志君） はい，そういった内容で考えております。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 
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委員（宮原忠行君） この補正予算とあわせて繰り越し，現市長は市長選挙以来，公共下

水事業が大幅に遅れておると，こういう認識を示し，直近の議会においてもそういうこと

を示している。そして，その大幅に遅れとるという市長の認識にこの補正予算，繰り越し

も含めて，市長のそうした意向に沿うものであるか，あるいはその意向にあらがうもので

あるか，いずれであるか答弁願いたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 副市長。 

副市長（細羽則生君） 公共下水道事業につきましては，おっしゃられるとおり竹原市の

部分につきましては遅れているという認識はございます。国庫補助の部分につきまして内

示減になっているという部分につきましては，我々とすれば要望額を満額ついていないと

いう状況でございますので，そういう意味ではやっぱり進捗に影響しているということで

ございますので，そこの部分につきましては，やはり積極的にお願いをさせて頂いて，必

要な部分につきましては最大限の効果が上がるように努力していきたいというふうに考え

ております。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） 前任の上下水道課長等とのこれまでのやりとりでは，国の下水道の

新規事業に対する考え方が東北大震災以降考え方が変わって，新設よりかは既存の施設の

維持というか，こっちの方へ重点が変わってきて，だから予算がとれにくいんですという

ことをずっと答弁してきたわけ。 

 そしてさらに言うと，にも関わらず，そういう新規の補助をとりにくい状況にも関わら

ず，そして加えて市長が公共下水事業が大幅に遅れとるという認識を示しながら，なおか

つ繰り越しの連続よの。ずっと繰り越してきている，毎年。そしてあわせて，上下水道課

長の人事等を含めて世間的には進むわけがないねという批判が集中してるわけ。 

 だとするならば，まして副市長の方が，今の時点でこういう言い方をするんは酷な言い

方かもわからんけど，そうするともし市長の認識が正しく，またさらに大幅に遅れとる公

共下水道のさらなる進捗を図るとすれば，人事も含めた体制の刷新をしなければ補助の獲

得も事業の進展もないと思うが，この点について副市長どう思うか。 

委員長（高重洋介君） 副市長。 

副市長（細羽則生君） 下水道事業の予算の部分につきましては，今おっしゃられました

ように東北大震災以降，下水道事業に関わらず，国庫補助事業につきましては配分という

部分が大きく影響しているというのはございます。一方で下水道事業の部分について見て
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いきますと，全国的には一定の普及レベルに達しているというような話の中で，国の大き

な動きとして，新しいといいますか，改良系のものではなくて，施設整備の方ではなくて

維持管理の方に予算の配分をシフトしていきたいという意向が働いているというのは間違

いございません。ただ一方で，我々としましても下水道事業という部分の普及率という部

分につきましては，やはり竹原は遅れているという認識がございますので，これらの部分

につきましては，市長会等々を通じて適切な社会資本整備の部分について確保できるよう

にというお願いを通じながら，なるべく補助金の減額にならないようにという思いで動き

はさせて頂いております。 

 もう一点の組織として下水道課をどうするのかという部分でございますが，今回の条例

案でも御提案させて頂いておりますように，下水道事業のあるべき姿をどうするのかとい

う部分と，よりよい執行体制，機能的な執行体制にしていきたいということで組織改編を

含めて対応させて頂いているというふうに御理解頂ければと思います。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） 私も港湾関係は，相当ある意味県の港湾課の課長が，もう宮原さ

ん，出勤簿をこっちへ置いとけやというぐらい毎日のように通ったし，そして竹原港，忠

海港の現状認識とか課題とか，そして将来どうあるべきかということについて一生懸命議

論をして，例えば秘書課長補佐なんかとも相当突っ込んだ議論をして，なるほどなと，そ

りゃあ県としても応援させてもらいたいねと，おもしろいねというような形です。 

 そして，１つはそうした意味で人事の刷新を言ようるわけ。相当にそういう国の補助を

めぐる状況が大きく変わっているとするならば，その国の方針にあらがって竹原市への公

共工事予算を獲得するとするならば，経験的にも理論的にも，また理想的にも情熱的にも

行動力においても相当の力量を持った人がいなくては予算の増額はならん。 

 どうしてかというたら，確かに今年度その下水道使用料においては，下水道への接続が

増え，水量が増えたことに伴い増額補正を行うと，２９６万円増額補正になっとる。しか

し，莫大な財政資源を投入しながらやってきて，今の接続率がどうかという問題。せっか

く県の担当者としても，県からも出向していることであるし，何とかしてやりたいねと思

って国へ行っても，その投資対効果という考え，観点あるいはせっかくして本当に下水道

を普及させようという意欲があるんじゃろう，どうじゃろうかということが私今まさに問

われとるんじゃ思う。だから，なかなか増額補正も得てないというのが現状じゃないです

か。本当に市長の認識が下水道工事が大幅に遅れているとするならば，まさに最適な人事



- 61 - 

を配置しない限りは進むわけがないじゃないか。このことはあえて答弁は求めんが，はっ

きりと申し上げときます。 

委員長（高重洋介君） 宇野委員。 

委員（宇野武則君） 私は平成１８年に議員を引退したんですが，最後の質問が小坂市長

に公共下水道の継続はやるんですかということで，やりますということで引退を決意した

んですが。私は当時まだけんけんごうごうとやって，実際に市長は反対派の筆頭じゃった

んじゃから，だから私はそれやめても毎年，副市長も知っとるように３遍ぐらいは県の下

水道課へ顔をのぞけて，うちは最後だから，一つ予算を減額しないようにお願いしますよ

というてずっと行ったんですが，実際今宮原委員が言うように，やっぱり繰り越しする

と，能力がないんじゃないかということになるんで，やはり職員を張りつけて，現場へ，

それで繰り越しはしないように。 

 私は当時池田代議士からも３遍呼ばれて，この事業を無くしたら，竹原は何もないとい

うことです。当時の小坂隆市長がお願いして，当時池田代議士がかなり無理して事業化し

たんですからということで，ずっとその流れが来たんですが，人事をどうするかというの

はおたくの方の考えだが。だから，やっぱり熱意を持ってやってもらわんと。それから，

私はいつも職員の皆さんに言うんですが，これ椅子へ座っとらんで，やっぱり接続しても

らうのを，１件でも接続したら原資になるんだからということでお願いしておるんです

が，そこらも含めてできるだけ繰り越ししないように。宇野さん，予算つけてもこれ見ん

さい，残しているでしょうがと言われたら，やっぱり次の予算の要求に直接差しさわるん

で，その点について一言だけ副市長の御見解。 

委員長（高重洋介君） 副市長。 

副市長（細羽則生君） 今おっしゃられるように，年度主義ということを考えますと，や

はり予算につきましては年度ごとにその効果が発現するように取り組むというのが正しい

姿だと思います。 

 現在の状況と致しまして繰り越しが多く発生しているという部分につきましては，我々

としてもちょっと危機感を抱いておりますので，そこの部分につきましては全体的な執行

体制も含めて改善していきたいというふうに思いますので，よろしくお願い致します。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでありますので，これよりその他関連議案に移ります。 
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 議案第１７号平成２７年度竹原市一般会計補正予算（第４号）並びに行政報告について

順次説明を求めます。 

 産業振興課長。 

産業振興課長（桶本哲也君） それでは，平成２７年度の一般会計補正予算につきまして

産業振興課の方からまず説明をさせて頂きます。 

 補正予算書では，２６ページから２９ページ，それから５８ページ，５９ページとあと

６２ページ，６３ページが産業振興課の関係する補正予算でございますが，説明につきま

しては，議案等補足説明資料の方を見て頂きながら説明をさせて頂ければと思います。 

 それでは，補足説明資料の１の４ページをお開きください。 

 歳出の方から説明をさせて頂きます。 

 まず，（１）の農林水産物未来創造プラン策定委託料につきましては，１，２９７万

４，０００円を減額するというものでございます。内容でございますけども，昨年９月議

会の補正予算におきまして，国の地方創生交付金を活用して担い手の減少や生産量の低

下，また所得の減少など多くの課題を抱えている本市の１次産業の活性化を図るため，販

売量強化に向けた効果的な取組を検討するプランを策定するということとしておりました

が，国の交付金が不採択となったため，一部の業務のみ一般財源で実施致しまして，残額

１，２９７万４，０００円を減額するというものでございます。 

 それから，（２）番の観光情報発信事業経費でございます。まず，観光情報発信委託料

７２３万６，０００円とそれからインバウンド観光促進事業負担金７００万円，それから

観光ポータルサイト更新事業補助金４００万円，合計１，８２３万６，０００円を追加計

上しているものでございます。 

 まず，インバウンド観光促進事業負担金でございますが，平成２８年，今年の１月２０

日に成立しました国の補正予算に計上された地方創生の本格展開のための地方創生加速化

交付金を活用しまして，東広島市等と広域的に連携をしながら外国人観光客の誘客を図る

とともに，受け入れ態勢を整えるというものでございます。この内容につきましては，東

広島市，また広島県，それから観光協会，あと民間企業で協議会を構成しまして，この協

議会に負担金を支出するというもので，主なターゲットの国を台湾と致しまして，台湾か

らの個人旅行客の誘客促進に係るプロモーション事業等を行うというものでございます。

台湾の有名タレントを使った情報発信と情報拡散，そして竹原市と東広島市の両市を周遊

する定額タクシーの運行支援，また両市合同の多言語のガイドマップの作成などを行って
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いきたいと考えております。 

 それから，観光情報発信委託料７２３万６，０００円と観光ポータルサイト更新事業補

助金４００万円でございますが，これは本市の単独事業と致しまして，観光客が現地を訪

れたような疑似体験が可能となるバーチャルリアリティー技術を活用した多言語対応のコ

ンテンツの構築ですとか，あとは観光ポータルサイトのリニューアルと多言語化による情

報発信強化に対する予算について追加計上するというものでございます。 

 なお，この単独事業に関する予算につきましては，新年度当初予算にも計上させて頂い

ておりまして，交付金の申請が国に採択されますと，国の１０分の１０の交付金が活用で

きますので，今回補正予算においても計上しているものでございます。 

 財源につきましては，地方創生加速化交付金を１００％充当するというものでございま

す。 

 続きまして，１の５ページの（３）の中山間地域等直接事業補助金でございます。７２

５万２，０００円を減額するというものでございます。内容につきましては，今年度から

５年間の第４期の対策が始まりまして，第３期対策に参加しておりました１１の地域のう

ち２地域が取りやめることになりまして，ただ新たにまたほかの２地域が参加するという

ことになりましたので，参加地域数に変動はございませんが，対象の農用地が減少したた

め，その減少に伴って減額するというものでございます。 

 その下の（４）番，農業用施設整備に要する地元施工原材料につきましては１２０万円

を減額するというものでございます。農業用施設――農道とか水路でございますが――の

修繕を地元が施工する場合の原材料支給につきまして，見込みより応募が少なかったこと

から，１２０万円を減額するというものでございます。 

 それから，その下の（５）圃場整備事業経費につきましては，中田万里地区圃場整備事

業の工事請負費２，１００万円，移転補償金７００万円，合わせて２，８００万円を減額

するものでございます。これにつきましては，国庫補助金の減額交付に伴いまして減額を

するというものでございます。 

 それから，次の１の６ページをお開きください。 

 （６）の土地取得奨励金でございますが，これは５０９万５，０００円を減額するとい

うものでございます。内容につきましては，竹原工業・流通団地に進出しました企業に対

し交付するというものでございますが，このたび進出企業の操業開始が遅れたことにより

まして，平成２７年度中の奨励金交付ができなくなったため減額をするというものでござ
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います。 

 それで，１の１ページ，最初のページにお戻りください。 

 歳入でございます。 

 まず，一番上の農業費分担金，それから下から２段目の農業費補助金，それから農業

債，これにつきましては中田万里地区の圃場整備事業の国庫補助金の減額に伴い，一番上

の地元地権者の分担金また国の国庫補助金，それから農業債につきましてそれぞれ減額を

するというものでございます。 

 それから，２段目の地方創生加速化交付金につきましては，先ほど御説明しました観光

情報発信事業の経費に充てるというものでございます。 

 それから，３段目の中山間地域等直接支払制度負担金につきましては，対象の用地の減

少に伴いまして減額をするというものでございます。 

 それから，１の７ページをお開きください。 

 繰越明許について御説明をさせて頂きます。 

 観光情報発信事業につきましては，地方創生加速化交付金を活用しまして事業実施を計

画しているものでございまして，事業の性質上，その実施に相当の期間を要し，翌年度も

引き続いて実施する必要があるため，１，８２３万６，０００円全額を翌年度に繰り越す

というものでございます。 

 最後に，１の８ページに平成２８年１月末現在の産業振興課の請負金額２００万円以上

の工事執行状況でございます。 

 以上でございます。よろしくお願い致します。 

委員長（高重洋介君） 続いて上下水道課長，お願い致します。 

上下水道課長（木村忠志君） 平成２７年度竹原市一般会計補正予算（第４号）につい

て，議案第１７号，議案等補足説明資料のページ２の４をお開きください。 

 一般会計からの繰出金については６７３万５，０００円を増額補正するものであります

が，内容につきましては人件費に係るものであります。 

 次に，２の５ページにつきまして，平成２７年度繰越明許費明細書であります。 

 繰越理由につきましては，当初管渠の老朽化対策としての設計委託を予定していました

が，同地区の浸水も解消するよう設計内容を見直したため，関係機関と協議を行った結

果，その協議の中で整備方針の見直しが必要となった。その関係機関との協議及び整備方

針の見直しに不測の日数を要したことから，年度内での業務完了が困難となったためでご
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ざいます。財源の内訳でございますが，繰越予定額１，０８０万円のうち，国庫支出金５

４０万円，地方債５４０万円となっております。 

 最後になりますが，２の６ページをお開きください。 

 平成２８年１月３１日現在，請負金額２００万円以上の工事執行状況でございます。 

 以上で上下水道課の説明を終わらせて頂きます。よろしくお願い致します。 

委員長（高重洋介君） 建設課長，お願い致します。 

建設課長（大田哲也君） それでは，補正予算書の６６ページからなんですが，説明につ

きまして補足説明資料で説明をさせて頂きます。 

 まず，３の５ページをお開きください。 

 歳出より説明をさせて頂きます。 

 まず，（１）の県道維持補修経費につきましては，県道の草刈りや道路の倒木，また動

物の死骸処理等を主な業務としておりまして，県からの委託金の減額交付によりまして２

５２万円を減額補正するものでございます。 

 次に，（２）の市道舗装改修工事につきましては，国の補助金を活用して市道の舗装改

修を実施しておりますが，国の補助金が要望した額を下回ったことから，補助事業費８０

５万円を減額するものでございます。 

 次に，県営道路整備事業負担金につきましては，県が実施する道路の整備費用の１割を

市が負担するものでございますが，今回県営事業の進捗に応じて調整を行いまして，負担

金５６８万円を減額するものでございます。 

 次に，３の６ページをお開きください。 

 橋梁維持改修工事につきましては，平成２６年３月に策定を致しました橋梁の長寿命化

修繕計画に基づきまして補修工事を行っているところでございますが，国庫補助金の額が

要望した額を下回ったことから，事業費８０５万円を減額するものでございます。 

 （５）の県営港湾整備事業の負担金につきましては，竹原港，忠海港の整備費用の一部

を市が負担するものでありますが，県営事業の進捗に応じまして負担金３，０５６万７，

０００円を減額するものでございます。 

 次に，本川排水機場維持管理経費として，ごみの撤去等の手数料８０万円と委託料１２

２万２，０００円をそれぞれ減額するものでございます。減の要因と致しましては，施設

管理費の業務量の減と入札に伴う執行額の減に伴いまして減額補正をさせて頂くものでご

ざいます。 
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 次に，３の７ページをごらんください。 

 （７）の県営急傾斜地崩壊対策事業の負担金につきましては，県が実施をしております

急傾斜地の崩壊防止対策事業の一部を市が負担するものでございますが，事業の進捗に応

じまして負担金４８０万円を減額するものでございます。 

 次に，８番目の県の急傾斜地維持管理経費につきましては，のり面の草刈り，水路の清

掃等を市が委託を受けて行っておりますが，その委託金の減額に伴いまして１７０万円を

減額補正するものでございます。 

 最後に，９番目の災害復旧費につきましては，平成２７年度，幸いにも災害が発生しな

かったことによりまして，委託料２００万円を減額補正するものでございます。 

 次に，３の１ページにお戻りください。 

 歳入でございますが，国庫補助金につきましては，国の減額交付に伴いまして，道路橋

梁事業分が３８４万円，道路整備事業分４９５万円，それぞれ減額するものでございま

す。 

 県委託金につきましては，減額交付によりまして，県道の維持管理費の委託金２５２万

円，樋門管理業務の委託金２０２万２，０００円，急傾斜地維持管理業務委託金１７０万

円をそれぞれ減額するものでございます。 

 次に，３の２ページをお開きください。 

 道路橋梁債につきましては，事業の減額に伴いまして１，１９０万円の減，港湾債につ

きましては２，４５０万円の減，急傾斜地崩壊対策事業債につきましては４３０万円を減

額するものでございます。災害復旧債につきましては，２００万円を減額するものでござ

います。 

 次に，３の８ページをお開きください。 

 平成２７年度一般会計繰越明許費について説明をさせて頂きます。 

 県営港湾整備事業の負担金につきましては，竹原港の海岸保全事業において防波堤の設

置に伴いまして国道１８５号の管理者である国土交通省との調整に時間を要したことから

３４６万円の繰り越しを行うものでございます。 

 次に，３の９ページをごらんください。 

 急傾斜地崩壊対策事業の負担金につきましては，馬場病院の裏側の大井地区におきまし

て，工事用の道路の借地契約の交渉に不測の日数を要したことから９０万円の繰り越しを

行うものでございます。 
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 最後に，３の１０ページをお開きください。 

 平成２８年１月３１日現在の建設課が所管する請負金額２００万円以上の工事執行状況

でございます。 

 以上，よろしくお願いを致します。 

委員長（高重洋介君） 都市整備課長。 

都市整備課長（有本圭司君） それでは続きまして都市整備課でございます。 

 平成２７年度一般会計補正予算と繰越明許費と建設工事執行状況と，報告と致しまして

住宅リフォーム助成制度の交付金の決定状況と，さらに竹原市子育て世帯向け地域優良賃

貸住宅事業の申し込み状況等について説明をさせて頂きます。 

 それではまず最初に，平成２７年度一般会計補正予算書の歳出から説明をさせて頂きま

す。 

 補正予算書の７０ページ，７１ページが都市整備課の補正予算となっております。内容

につきましては，補足資料の４の５ページをお開きください。 

 １番目の住宅改修助成金につきましては，住宅リフォーム助成事業で当初３００万円を

計上致しておりましたが，交付決定の実績が１７件であったため，１３０万円の減額をす

るものでございます。 

 次に，２番目の立地適正化計画策定業務の委託料につきましては，コンパクトなまちづ

くりの推進のため当初５８９万７，０００円を計上致しておりましたが，国庫補助金の減

額交付に伴いまして２００万７，０００円の減額をするものでございます。 

 次に，３番目の都市公園の施設整備工事につきましては，バンブー・ジョイ・ハイラン

ドの受電設備の更新のため当初４，４５０万円計上致しておりましたが，国庫補助金の減

額交付に伴いまして１，２７３万４，０００円ほど減額をするものでございます。 

 次に，４の６ページをお開きください。 

 ４番目の県営道路改良事業負担金につきましては，国道４３２号と忠海中央線につきま

して当初１，３５０万円計上致しておりましたが，事業の進捗に伴いまして７５０万円の

増額をするものでございます。 

 次に，５番目の新開土地区画整理事業につきましては，当初計画していた国庫補助金，

県の支出金，いわゆる公管金が減額補正となったため，それに伴いまして測量設計業務等

の委託料を９００万円，土地造成等の工事請負費を４，５００万円，建物移転補償を１億

６００万円減額するものでございます。 
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 次に，６番目の都市基盤整備基金積立金につきましては，新開土地区画整理事業内の保

留地３カ所の売り払いに伴いまして都市基盤整備基金の積立金２，２７２万５，０００円

の増額でございます。 

 次に，４の７ページをお開きください。 

 ７番目の施設整備工事につきましては，当初計画していた国庫補助金が減額交付となっ

たため，工事請負費５４２万５，０００円を減額するものでございます。 

 次に，８番目の公営住宅等の解体工事につきましても当初計画しておりました国庫補助

金が減額交付となったため，工事請負費３８４万円を減額するものでございます。 

 ４の３から４の４をお開きください。 

 歳出に伴う財源の内訳で，都市計画費，住宅費全体の合計として１億５，５０８万１，

０００円の減額補正でございます。 

 ４の１から４の２ページをお開きください。 

 歳出の説明に伴う歳入の補正でございます。 

 歳入の国庫補助金につきましては，先ほど説明致しました公園整備事業の減額分６７５

万円と立地適正化計画の策定に伴う集約都市形成支援事業の減額分９５万５，０００円と

新開土地区画整理事業の減額分４，４３０万２，０００円と市営住宅の国庫補助事業の減

額分３８４万円の合計５，５８４万７，０００円の減額補正でございます。 

 次に，県の支出金でございますが，土地区画整理事業の公管金で予算額１億２，６００

万円に対して７，０００万円の交付となったため，５，６００万円の減額でございます。 

 次に，財産収入については，保留地売り払い金の２，２７２万５，０００円の増額補正

でございます。 

 次に，市債として公園事業債が６４０万円の減額，県営事業の負担金に伴う街路整備事

業債が６６０万円の増額，土地区画整理事業債が３，６３０万円の減額，住宅施設の整備

事業債が３００万円の減額で，合計３，９１０万円の減額補正でございます。 

 次に，４の８ページをお開きください。 

 平成２７年度の繰越明許費で，こちらは県営事業の忠海中央線道路改良事業等について

関係地権者との用地及び補償交渉に不測の日数を要したことによりまして年度内に事業を

完了することが困難となったため，県営事業負担金として事業費２，１００万円のうち９

９３万４，０００円を繰り越しするものでございます。 

 次に，４の９ページをごらんください。 
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 新開土地区画整理事業につきましても，移転補償費の交渉に不測の日数を要したことに

よりまして年度内に移転完了が困難となったため，移転補償費として事業費９，９５０万

円のうち５３０万円を繰り越しするものでございます。 

 次に，４の１０から４の１１ページをお願い致します。 

 平成２８年１月３１日現在の請負金額２００万円以上の都市整備課の建設工事執行状況

でございます。 

 引き続き報告よろしいでしょうか。 

委員長（高重洋介君） はい，お願いします。 

都市整備課長（有本圭司君） 次に，報告として住宅リフォーム助成事業の交付決定につ

いて説明をさせて頂きます。 

 ４の１２ページをお開きください。 

 １月３１日現在で窓口，電話の問い合わせは１１件ございまして，応募が１９件，その

うち取り下げが２件ございまして，交付申請が１７件，交付決定が１７件でございまし

た。 

 申し込み種別と致しましては，高齢者が１８件，子育ては０件で，高齢者障害者が１件

でございます。 

 契約額は２，６５０万８，７４４円で，平均１５５万５，３３８円，補助対象費用は

２，３３０万５，８５２円で，平均で１３７万９３２円，補助額が１２６万６，０００円

で，平均で７万４，４７２円でございます。 

 補助額に対する割合ですが，契約額が約２１倍で，補助対象費用が約１８倍という状況

でございました。 

 続きまして，子育て世帯向けの地域優良賃貸住宅の状況について報告をさせて頂きま

す。 

 まず，本住宅につきましては，少子高齢化が進展する中で，次代を担う若者や子どもの

定住促進を図ることは持続可能な町を形成する上で重要な施策の一つとして考え，コンパ

クトな住みよいまちづくりの実現と子育て世代の中心市街地への定住を促進するため，民

間が建設した住宅を市が借り上げ供給をする事業として，現在木造３階建て９棟の賃貸住

宅を整備中でございまして，平成２８年３月下旬に完成する予定でございます。 

 当該住宅の入居の募集につきましては，平成２８年１月５日から２月１５日までを募集

期間として広報紙やホームページの掲載，新聞の折り込み，ポスターの掲示，フェイスブ
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ックの活用などを通じて様々な方法で周知を図るとともに，２月７日と１４日には現地見

学会を開催致しております。この現地見学会では，２日間で４２組１２０名の参加があり

まして，また募集期間の問い合わせは５０件あり，申込件数は２件となって，これにつき

ましても１件は取り下げ，１件は入居資格要件を満たさないものとなったところでありま

す。 

 この要因の一つと致しましては，広島県の子育てスマイルマンションの認定を受け，子

育てに配慮した本住宅の特徴やよさが十分に伝わらなかったのではないかと考えており，

今後の取組として見学会でのアンケート調査の意向等を踏まえまして，ここでちょっと事

前にお配りしたパンフレットをごらん頂きたいんですが，こちらのパンフレットの裏側の

右側の中ほどになりますけど，入居要件をごらん頂いて，こちらに妊娠している者がいる

世帯を新たに加えたことや，月額所得の３８万７，０００円から４８万７，０００円に拡

大することなど，入居資格要件の拡充を図りまして，２月１８日から３月１６日まで現在

２次募集を行っているところでございます。 

 周知の方法と致しましては，引き続きホームページ，フェイスブックによる情報発信，

１次募集時に参加された見学者に対しましてもダイレクトメールの発送，また住宅が完成

した形での見学会を来月の３月６日と１３日に開催を予定致しております。 

 さらに，先週の１９日から市内と東広島や三原市の企業，商業施設，病院，保育所等に

も訪問致しましてポスター張りとかチラシの配布，市内のショッピングセンターでのビラ

配りなどを職員により行っているところでございます。今後も子育てスマイルマンション

の認定を受けた本住宅の特徴やよさが十分に伝わりますよう，様々な取組を行ってまいり

たいというふうに考えています。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） それでは，質疑のある方は挙手にてお願い致します。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） それでは，１の４のとこの農林水産物の未来創造プラン策定委託料

の減額補正について，ここに書いてある国の採択が得られなくて事業規模を縮小したとい

う説明がありました。その販売力強化のプランということで補正予算に関わる竹原市の販

売力を強化するということでしょうから，この縮小による影響というのはどういった物産

というのか，どういった竹原市の農水産物の影響が出ているのかなと。この縮小によって

どれだけ影響が出ているのかなということを聞きたいし，なぜこれこういう不採択になっ
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たのかと，採択を得られなかったのかという２つの点をお尋ねしておきたいと思います。 

 それから，３の７の急傾斜地という，その維持補修に関わるとこですけれども，確認し

ておきたいのは，竹原市で１戸以上の人家があるとこの急傾斜地が何カ所あって，それで

これちょっと減額補正になっているんだけれども，今年度の予算で何カ所整備されたとい

うんですか，それは全部で１戸以上の人家がある急傾斜地が例えば１００戸あって，これ

で５０戸で終わっているんよと，そしたら５０％になると思うんですが，そういう竹原市

の状況をお尋ねしておきたいと思います。 

 それから，それに関係して８番のとこの急傾斜地の維持管理です。特に人家があるとこ

のを私はちょっと心配しているんですけれども，ここは確かに県が減額補正したから減額

しましたよという，さっと流していいのかなというのが大変私は気になるとこなんです。

ですから，少なくとも最低限として急傾斜地の分で人家があるとこの分は完全にといいま

すか，維持補修の管理が，水路とか排水溝のいろいろ維持管理といいますか，そこなんか

は人家があるとこは少なくとも最低限維持補修されているよということに理解してよいの

かを確認をしておきたいというふうに思います。 

 それから，次は４の５の住宅助成，改修助成に関わる減額補正であります。先ほどの説

明の中でも契約額に対する補助額というような，私らは経済効果という言い方をしている

んですけども，その説明もありました。それで，こういった減額補正の最大の理由です。

普通そういう制度をつくったけれども，一般的に需要がないから減らすよというようなの

は当然あり得ると思うんですけれども，私は前の一般質問でわざわざ取り上げました。こ

れだけさっき経済効果が２０倍とか書いてあるけれども，今考えられる竹原市の中での仕

事，働く場所，雇用創出の最も効果的な制度じゃないかなということを繰り返し言ってき

て，それでこの減額補正というのは不思議でならないんです。よそのとこへ行ったら，も

う増額補正するぐらいのとこはいろいろ出てくるんだけども，竹原市の場合は逆行の措置

が行われているから。 

 それで，私は前に質問したように，この制度を知らないんです。市の方に言うたら，業

者には言っているよと，そしたらどこが悪いのかというような感じで，市民が十分徹底す

ること自体が，徹底してからこういった，そりゃもう飽和状態で減額するというんなら，

わかりましたと言われるけども，これだけの経済効果があって，私の例では制度が十分周

知してなかって，せっかくあるのに使えないと，そこは１００万円の公共下水道の接続が

かかっているんです。そこで１０分の１だったら１０万円です。それは一定のやっぱり支
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援策になると思うんです。それがやっぱりなかったというたら，市民の人はもうがっくり

くるし，怒るよね。業者はどうなっているのかと，市はどうなっているのかと，本当に徹

底しているのかという説明責任がきちっとあなた方はあるはずなんだけども，減額補正は

もうもってのほかだと思います。ですから，こういった減額補正の最大の理由と今後の対

策はどうするのかということも明確にやっぱりお示し頂きたいと。 

 それから，次は４の６の（６）の都市基盤整備の積立金のとこです。ここで保留地処分

金，区画整理事業の関わりだと思うんですが，ここの補正が２，２７２万５，０００円と

いう，これは保留地処分金の総額だとは私は思うんですけれども，また違ったら説明して

ください。ですから，この保留地処分金が２，２７２万５，０００円，これは何平米，何

坪になるのかと。平均，あそこでいくらぐらい売れたのかということをちょっとお示しを

して頂ければというふうに思います。 

 こっちもいいですか。 

委員長（高重洋介君） 全部，はい。 

委員（松本 進君） これはちょっといろいろあるんだろうけど，ちょっと一言言うと，

借り上げ料です。市が，ちょっとこの間の新聞を見てびっくりしたんだけども，あきの分

はリスクがあるから，承知でそこは対応するんよという，ちょっとこの間説明があった

が，現在では全部空いているよね。だから，信じられないことだけども，あなた方は自信

持ってやってんだけども，やっぱり現在の時点では１００％空きになっている，逆に言う

たら。ですから，市が借り上げ料として２７戸，またほかにいろいろあるのかもわからな

いけど，２７戸借り上げる市の負担は幾らになるのか。 

 それで，あと補助金とかいろいろあるのかもわかりませんけれども，それは入居条件で

あるのかもしれませんが，そういった市の負担が幾らになるんか。今回みたいに１００％

空きというのか，申込がなかったというのが起こっているわけじゃから，そこはどういう

ふうに責任とるのかという思いです。ここはやっぱり明確にしておかないといけない。 

 それから，この表を見ていると私は大変気になるのが，収入基準です。収入基準が高い

んじゃないのかなと思って，収入基準，年収早見表がここにありますよね。３人の家族，

夫婦と子ども１人という意味でしょうけれども，そういう３人家族で年収が，一番下の例

を見ても３９９万６，０００円，約４００万円です。それから，上が８６０万円というの

がちょっと信じられんけども，要するに子ども１人で若い人というたら，早く結婚して子

どもできるということもあるでしょうけども，通常はやっぱり２５，６歳，３０歳までに
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結婚されて，子どもが１人ぐらいできて，あとはその年収が４００万円ですよね，そうい

うふうな想定でしょう。今度は子どもが１人できる，そしたら４５０万円です，一番下の

分，４４７万円。それで，３人できたとしても５００万円ですよね，４９４万円か。５０

０万円の収入の人が対象になりますよね。一番下の低い収入の分で見たら。 

 だから，ここはちょっとこの想定がやっぱりこれに対象する，竹原市の若い人の収入の

レベルなのかなということについての認識はどうでしょうか。 

委員長（高重洋介君） 順次お願いします。 

 産業振興課長。 

産業振興課長（桶本哲也君） それでは，質問とちょっと答えが逆になりますが，まず地

方創生交付金がなぜ不採択になったのかというところから御説明させて頂きます。 

 まず，この交付金につきましては，平成２６年度の国の補正予算に盛り込まれたもので

ございまして，基礎交付分として１，４００億円，それから上乗せ交付分として３００億

円，合わせて１，７００億円の予算計上をされたものであります。 

 このたびの補正予算で減額をさせて頂くものにつきましては，この上乗せ交付分３００

億円の活用を図ろうとしていた事業でございまして，昨年の９月議会におきまして議決を

頂いたというものでございます。 

 この交付金につきましては，事業分野ですとか，事業の仕組み，内容，また先駆性な

ど，国が示した基準を満たす必要がありまして，本市としましてもそうした採択基準を満

たした上で事業に対する必要性を伝えられるように努めてきたところではございますが，

結果としましては残念ながら採択をされなかったという状況でございます。国は不採択の

理由については明らかにされておりませんが，この交付金の予算額３００億円に対しまし

て，申請件数が１，１５５件，４１７億円の申請がございまして，そのうち４４５件が不

採択になったという情報提供は受けているところでございます。 

 それから，このプランの策定につきましては，１次産業の販売力強化を目指した経営プ

ランを策定するというようなところでございまして，国の交付金が不採択というふうにな

りましたので，単市予算で取り組むこととしたところでございます。現在今取り組んでい

るところでございます。 

 それで，今回は１次産業農林水産業の中から漁業について取り組んでいこうということ

にさせて頂きまして，必要最小限度の経費を執行させて頂きたいというふうに考えたとこ

ろでございます。それで，その漁業，水産業を選んだ理由としましては，非常に今現在水
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産業も大変厳しい状況であるということと，今芸南漁協さんの方で新たな取組としまして

海ブドウの養殖試験を行っているということ，それから市内には漁業協同組合さんが１組

合ということでございますので，経営等の調査もできるというようなことから取り組むと

いうことにさせて頂いたところでございまして，今後の新事業も展開も見込めるというと

ころから，この事業が１次産業の支援モデルとなるように取り組みたいというふうに考え

ております。 

 プランの策定に当たりましては，中小企業診断士などの専門家の視点から経営面ですと

か，先ほど申し上げました新事業の展開ですとか，新商品の開発，販路の開発，こういっ

たところの具体的な展開を踏まえた計画になるように現在取り組んでいるとこでございま

す。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 建設課長。 

建設課長（大田哲也君） 急傾斜地の御質問で，まず箇所についてでございますが，急傾

斜の崖崩れのおそれのある箇所というのは，地平面に対しまして角度が３０度，高さが５

メーター以上あるということを一義的に全て崖崩れの箇所と定義づけております。また，

崖の中にも自然崖と人工的にできた崖地がございます。竹原市地域防災計画の中では，箇

所としては３２４カ所とかなり多く箇所を保有しております。 

 その中で，竹原市の整備の状況でございますが，この急傾斜事業を行うには，まずは区

域指定をするということで，その条件が高さが５メーター以上，戸数が５戸以上というの

がございます。こちらを区域を指定しまして整備をしていくと。今竹原市では７９地区を

指定をしております。この地区につきましては実施済み，また現在実施をしております。 

 人家があるところの維持管理ということでございますが，今回県から委託を受けた箇所

については，先ほど申しましたように区域が指定してあるところの草刈りであるとか，水

路の掃除，そういうものを委託を受けてやっております。委員さんの御指摘の１戸の維持

補修ということでございますが，こちら民地でもございます。それはおのおのの家の方が

自分の土地として維持補修をされているという状況でございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 都市整備課長。 

都市整備課長（有本圭司君） まず，１点目の住宅改修助成事業の減額１３０万円の理由

と，それから今後の対応，取組という御質問がございました。こちらにつきましては，住
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宅改修助成事業１３０万円を減額する主な理由と致しましては，先ほども説明致しました

が，当初予算で１件当たり１０万円で３０件分の３００万円を予算措置しておりました

が，１月時点の申請が１７件ということで１７０万円を見込んだものということで，残っ

た分につきまして１３０万円を減額補正したという状況でございます。 

 それから，あと周知の方法でございますが，周知の方法につきましても市のホームペー

ジとか広報とか，あと市内の業者さんに向けてダイレクトメールというものを一応発送し

ているんですが，今回そういったことがあったということで，下水道の接続についても以

前から啓発のチラシをつくっておりまして，カウンターの方に置いて頂いているのです

が，今後はそういった申し込みがあったら，丁寧な説明をしながら一緒に連携して取り組

んでいきたいというふうに啓発の面では考えております。 

 それから，今後の取組でございますが，事業効果の検証と対策等については，これまで

行った，交付決定致しましたアンケート調査の結果とか，他市の事例なども参考にしなが

ら今後も対応を検討していきたいというふうに考えてます。 

 それから，あと２点目の４の６ページの都市基盤整備基金積立金でございますが，こち

らにつきましては，新開土地区画整理事業の保留地の処分金でございまして，この２，２

７２万５，０００円の内訳と致しましては，３カ所ほどございます。１カ所が面積が約１

９８平米で，処分金が１，２１０万円でございます。平米単価に直しますと平米で約６万

８００円，坪単価で言いますと２０万円でございます。それで，２つ目が約９８平米で，

こちらにつきましては処分金が約４６０万円で，平米単価がこちらは４万６，６００円，

坪単価で１５万３，０００円ほどでございます。もう一つは３区画目でございますが，３

区画目については，面積が約１０６平米で，処分価格が約６００万円，平米単価が５万

６，３６０円，坪単価が約１８万５，０００円という状況でございまして，これらの３つ

の区画の保留地の処分金を合わせた金額がトータルで２，２７２万５，０００円でござい

ます。 

 それから，３点目の子育て住宅でございますが，こちらの子育て住宅につきましては，

国の地域優良賃貸住宅制度というのを活用致しまして，居住の安定に特に配慮が必要な世

帯ということで，居住環境が良好な賃貸住宅を供給するということで，本市においては若

者，子どもの定住促進と中心市街地へ若い世代が住めるようになるということで取り組ん

でおりまして，子育て世帯ということで進めている事業でございます。 

 この事業につきましては，一応市が２０年間一括借り上げをするということでございま
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して，市の負担は幾らかということでございますが，１８年度に借り上げ料として約２，

５００万円ほど計上をさせて頂いております。現在，先ほどの説明の中で，申し込みはご

ざいませんが，現在２次募集に向けて様々な方法で取組を致しておりますので，入居して

頂けるように引き続き取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 それから，収入基準でございますが，チラシの中の目安として年収が載っておりますけ

ど，先ほどの地域優良賃貸住宅制度の世帯の所得ということで１５万８，０００円という

ラインを実は引いております。このライン設定というのは市営住宅，いわゆる公営住宅の

基準が１５万８，０００円以下ということになっておりますので，この地域優良賃貸住宅

については１５万８，０００円をラインと致しておりますが，括弧書きであるのは，子ど

もさんが３人以上いる場合は控除の関係で，年収があっても子どもさんの数が多いことで

控除を引かれるということで，３人以上いる子どもさんについては月額所得を１３万９，

０００円まで引き下げております。そういう状況で取組を進めておりますので，御理解の

ほどよろしくお願い致します。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 農林関係はちょっとよしとしまして，急傾斜の分です。ちょっと私

がここであえてお尋ねしたのは，急傾斜地の崖崩れ一般論というんじゃなくて，それは今

ちょっと言われたとおりです。そして，指定をして，５メートル５戸を指定してやるとい

うことは知っているんですが，私がここであえて聞いたのは，わかりやすく１戸以上の指

定するしないは別として，１戸以上人家がある崖崩れが全部で３２４カ所ならそれでいい

んですけども，何カ所あるのかと。そして，その中の整備基準がいろいろあるんでしょう

けれども，１戸のとこはさっきの指定区域の対象外ですから，ずっと整備しないというこ

とになるのかどうかわかりませんが，要するに１戸以上の人家があるとこの危険箇所が何

個あるのか。そこの整備したとこは何カ所整備したのかということをもう一度ちょっとお

尋ねしておきたいと。 

 それから，２点目の急傾斜地の維持管理というんですが，県からどことどこをやりなさ

いという指定を受けて維持管理をやる，それもまた減額ということですから，全部できて

ないんじゃないかなという心配もあるんですが。特にその中で人家があるとこでの急傾斜

の維持管理は待ったなしでやらないと危ないというのは前からもちょっと言っているとお

りなんですけども。特に急傾斜の水路の関係とか，水抜きのとこへ木が生えているという
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のは前に言いましたけども，忠海のところしょっちゅう見えるから，ああいうところに生

えている木を抜かないと，急傾斜の斜面のコンクリートが破れるじゃないか，壊れるじゃ

ないかということを含めて指摘しました。ですから，人家のあるとこは要するに全て維持

管理はオーケーというふうに言えるのかどうかを簡潔にちょっとお答え願いたいと。 

 それから，住宅の改修の件で，私はそのカウンターに置いているよとか，そういう問題

ではないと思うんです。私の現場の声を伝えたでしょう，一般質問では。そこの年配の人

などは制度を知らなかったというんです。それで，制度を知らなかったから業者に確認し

たんです。そしたら，業者もその時は教えてくれなかったとか，知らなかったとかという

結果として業者からはその施主にはこの内容が伝わってないんですよ，いずれにしても。 

 ですから，そこはカウンターに置いているとかという分だけで，そりゃあホームページ

やっているよとか，それだけでは極めて不十分だと。年配の人なんかはパソコンなんかは

やってないかもわからんしというのがあって，前に我々が兵庫県に視察に行った時，やっ

ぱりこれ住宅改修の制度をつくる時に，関係業者を集めて説明するんです，関連業者を集

めて。パンフレットを置いとって，おまえ見とけと，そういう殿様みたいな感じの分じゃ

なくて，業者を集めて丁寧に説明して，この制度を使ってもらうようにしてくれと。それ

で，その時ちょっと説明受けたので私が気になっているのが，言葉がちょっと違うかもわ

かりませんが，この制度を使ってあんたらももうけてくれというような趣旨のことも言わ

れるんです。それはすばらしいなと思いました。その業者の方も儲かる，そしてこの改修

した人なんかも快適な住まいになる。だから，いろんな経済効果が高いというのがいろい

ろ言われとるんですけど。 

 ですから，そこの部分は今までのパンフレットを置いているとかというだけではいけな

い。業者を今からでも集めて徹底してからこの制度があるよという周知徹底してください

よ。それでも利用があって，飽和状態でもう使う人がいないのよというんなら，誰でも減

額補正応じます。そこは部長どうですか。説明会できちっとやってくださいよ，それ。 

 それが１つと，それで私も気になるのは，今年度末で例えばＡさんという人なんかが制

度を知らなかって，１０万円が補助がおりない，もらうことができなかった。制度の仕組

みはそうです。申請主義だから，申請してから確認して，工事をスタートしてから補助が

出るというようないろんな手続がありますよね。しかし，こういう場合は利用者も申請し

たいんだけども，知らなかったということですから，私は今からでもやっても，全然また

過大にごまかしているというのは論外ですけども，おそらくそういう今までの工事，設計
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書とかいろんなやっぱり確認できることがあれば，何年までもさかのぼれば一番いいんで

しょうけども，せめて今年度のそういう周知徹底がうまくいかなかって，それは減額して

いる補正予算するぐらいだったら，さかのぼってでも適用できないのか，それが違法なん

ですか。私はおかしい，市長の決裁でできないことはない，システム的には手続上はちょ

っとそうですよ，順序は違うんだけれども，しかしこの適用の趣旨を理解して市長の決裁

ではおそらく違法ではないんじゃないか思うんですが，その点どうでしょうか。 

 それから，若者住宅の件でちょっと言っときますと，１年で２，５００万円というの

が，是非この負担が本当にゼロになるように，あと何日かは知らんけども，頑張ってもら

わにゃいけない。そりゃあ，本当大変ですよね。こんなにいっぱいいろいろ批判などがあ

る中でこうやってから，誰が責任とるんかというようなことになりますよ，みんなが聞い

たら。 

 だから，それだけやっぱり重大な問題だというので，それよりはやっぱり実際そこに入

ったとこに家賃を補助してやるんが私は筋論だと思うんです。民間住宅の活用するんなら

よ。私はいろんな市の雇用促進住宅なんかを言ったことあるけど，もしそういう民間住宅

の活用なら，相生市なんかがやっているような，入っている入居者に対して直接そこに多

い方がいいけども，子どもが多い方にはそれだけ多く補助するとかというような施策をど

こでもやってますよね。こんなに一遍に借り上げてやる，どこがあるのかというんがちょ

っとあるから。だから，そこはやっぱり早急に改めるべきじゃないんですか。そうしない

と，市民に説明が私はできませんよ。そりゃあ，１００％入っているというのなら，努力

の分はしてもらわないといけないというのはわかるんだけども。 

 そこの点なんかをもう一回と，それとあと収入の問題はやっぱりさっき言った１人の子

どもで４００万円の収入が入れるよというんで，４００万円の若い２０代の人でそういっ

た竹原市の賃金水準は大丈夫だということですか。だから，何でこういう入らなかったん

かなというのが逆に言うたらどう考えているのですかということを聞いてる。 

委員長（高重洋介君） 建設課長。 

建設課長（大田哲也君） まず，急傾斜で人家がある１戸以上のところの対策ということ

で，この急傾斜地対策事業は５戸５メーター以上という基準がございます。また，この事

業以外にも国土交通省の方では砂防事業，先ほどの急傾斜事業，農林水産省の方では治山

ダムであるとか，山腹のり面の崩壊事業，また１戸でも対応ができる小規模崩壊対策事

業，いろいろな事業がございます。そうしたところで，その地域，その家に合った形で５
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戸５メーター以上でないからできないでなくて，いろんな事業メニューを勘案して今後安

全・安心なまちづくりに努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 都市整備課長。 

都市整備課長（有本圭司君） まず，リフォームの件でございますが，リフォームにつき

ましては，竹原市子育て・高齢者・障害者安心住宅改修助成事業募集要項の中に，工事の

着工は交付決定後の通知後となりますと，通知前に工事をした場合は補助金を交付するこ

とができませんというふうに一定に要項で定めておりますので，この要綱に基づいてこの

助成制度というのを執行しているということをまず御理解して頂きたいというのが１点

と，もう一点の周知につきましては，やはり周知徹底できるような手法をちょっと検討致

しまして，先ほども言いましたけど，下水道課との連携も十分図りまして，ただカウンタ

ーにチラシを置いとくだけじゃなくて，もしそういう申し込みがあれば，丁寧に声をかけ

て，こういう助成金もありますということで啓発をさらに進めていきたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 建設産業部長。 

建設産業部長（谷岡 亨君） 先ほどの住宅リフォームの周知の件でございますけど，松

本委員さんからも御指摘を頂いたところでございますけど，その周知の方法につきまして

は，再度私どもの方でもより周知ができる，また業者さんにも知って頂けるような方法と

いうことでもっと考えさせて頂き，検討させて頂きたいというふうには思いますので，ひ

とつよろしくお願いしたいと思います。 

 それと，子育て住宅の関係でございますけど，このような第１次募集につきましては，

こういった結果になっておりますが，現在２次募集を２月１８日から３月１６日までとい

うことでさせて頂いております。２次募集につきましては，１次募集の際のいろんなアン

ケートなどもとりまして，そういったものもございますけれども，一つは国の方の地域優

良賃貸住宅制度の改正が１月末にございまして，そういったものの中で拡充できるもの，

取り込めるものについては拡充をさせて頂く中で，より入居資格要件を拡充する中で募集

を今致しているとこでございます。これにつきましては，１００％入って頂くというのが

我々の目標でございますので，そこへ向けまして周知等に今一生懸命取り組んでいるとこ

ろでございます。 
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 子育てスマイルマンションの認定を受けておりますので，いわゆる子育てに対して配慮

のある住宅の設備でありますとか，環境でありますとか，あるいは集会施設があるとか，

エレベーターがあるとか，遊具があるとかというような，そういった面を１次募集の時は

まだ現地が十分できてなかったというようなこともありまして，そのあたりのよさが十分

伝わっていなかったというようなこともあるというふうに思っております。そのあたりの

この子育て住宅の売りの部分をしっかりＰＲさせて頂く中で入居して頂けるように取り組

んでまいりたいというふうに考えているとこでございます。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 最後にしますけども。 

 急傾斜の分で私が言ったのはちょっと違うんです。１人１戸以上ある急傾斜地の危険箇

所は何カ所あるんかと。そこは何ぼ整備したのかというんで，その指定を５戸以上とかそ

こへ住んどるとかということを聞いとるんじゃないんです。竹原市内の急傾斜の人家が１

戸以上あるとこは何カ所あるのかと。そこは何カ所整備しているのかということを聞いて

いるわけです。それ今出せないんなら，後でもいいですよ，またすぐちょっと報告しても

らえればというふうに思いますし。 

 あと，住宅改修の件の分で，あえて私がここで言ったのは，手続はそうですよ，確か

に。要綱では申請主義だから，申請して市が確認して適正だったら補助金をおろすという

のは，それはルールですよ，それはお互いの。しかし，私がここであえて言ってるのは，

市の方が周知徹底ができてないと，これ市民のおまえらが知らないのが悪いんよというよ

うな見方をされては，市の信頼関係にもう大きな傷がついているわけです。だから，私が

違法じゃないのなら，ルールはそうだけども，市の方が断りを入れるかどうかは別とし

て，ちゃんとこういうルールで，本来はルールなんだけども，市の方の徹底ができてませ

んでしたと，今からでも，確認は要るんでしょうけども，本来はルール適用外かもしれな

いけども，今年度の分はそういう手続上，手続というのか，その工事をやったとか，それ

の確認ができたら，やっても違法なんですかね，要綱は知ってますよね。だから，あえて

くどく聞きょうるわけ。 

 だから，もう違法になって，要綱はすぐ変えりゃあええじゃないですか，市長の決裁ぐ

らいどこでもできるわけだから。市長の決裁があれば，いつでもできることだから，要綱

は。だから，あえて言っているわけです。それは全然もう法から外れたようなことを言う

のなら別だけども，市の方が周知徹底がやっぱりできてないということの一つの反省とい
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うのか，対価として今からでもできるんじゃないかと，対応してから補助金を出せるんじ

ゃないのかなということについても再確認をしておきたいと思います。 

 それから，最後の住宅の分は，現実はそうなっているのだから，やっぱり厳しく反省も

してもらわないといけないし，見直しをしてもらわないといけないけども，あともう一つ

は経済的な理由も大きくあると，入居者から見たらよ。竹原市の若い子育ての世帯で，さ

っき言った４００万円の年収，私は今度は２人とかといったら，４００いくらになるの

か，４５０万円になるのか，だからそういう収入設定そのものが高過ぎるから経済的に負

担が追いつかない，家賃の助成があった人も，収入の設定自体が高いから入りたくても入

れない，そこにやっぱり大きな原因もあるんじゃないのかなと思うんですが，そこは全く

経済的な分は関係ないと，ただ周知徹底が悪かったから，今から周知徹底したら，あらゆ

る努力して周知徹底したら４月１日からは入居が全部１００％まで行くかどうか知らない

が，９割ぐらいまでは行けるよという自信があるんですか。 

委員長（高重洋介君） 建設課長。 

建設課長（大田哲也君） １戸以上の危険箇所につきましては，確認させて頂いて後日報

告させて頂きます。 

委員長（高重洋介君） 都市整備課長。 

都市整備課長（有本圭司君） まず，住宅リフォームの件でございますが，周知徹底でき

てないんで，手続的なものを改正して何とか交付できないかというような御質問がござい

ましたけど，やはり交付金というのは，一応公正公平に執行していきたいという一定のル

ールがございますので，そういったことで一応補助金については着工前にした分について

は交付できませんというようなことになります。 

 周知については，引き続き検討させて頂いて，周知徹底できて，なおかつせっかく予算

も組んでいるわけですから，皆さんが十分利用して頂けるように取り組んでまいりたいと

いうふうに考えています。 

 それとあと，子育て住宅の件でございますが，子育て住宅もいろいろ若い人から御相談

もございまして，先ほど来説明致しておりますように，ここの収入の基準というのはあく

までも年収でございまして，これを月額所得に直しますと１５万８，０００円というライ

ンがあって，１５万８，０００円以内でしたら，公営住宅，いわゆる市営住宅に入れるの

で，それ以下の人は一応市営住宅に入れますよということで，今回市営住宅の方にも募集

をかけておりましたので，そちらに募集して頂いたケースもございます。 
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 それからあと，こちらの地域優良賃貸住宅制度というのは，ある程度中堅所得者向けの

一応住宅ということで取り組んでおりますので，若い世帯である程度一定の収入がある人

を対象に今回取り組んでいるということでございます。 

 そういったこともあるので，さらに再度状況，今アンケート調査とかいろんな相談も実

は受けております。そういったことを踏まえて見直しできる分については見直しを検討し

ていきたいというふうなことも考えておりますので，御理解のほどよろしくお願い致しま

す。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 是非１００％入れるように，あとちょっとしかないか知らんが，頑

張って頂きたいと。 

 それで，住宅改修の件で，是非やっぱり副市長に事務最高責任者として聞いておきたい

のは，私違法なことをしなさいと言っているんじゃないんです。要綱だから，市長の決裁

なり，いろいろ変えられるわけであって，その変える内容についても手続はそうなんです

よ，確かに。申請して工事をやるのかどうか，あと確認して出すというのはルールなんで

す。しかし，私はその前提が崩れているから，周知徹底がされてない，そして市民の方は

本当にもう怒ってますよ，そりゃあ本当に。そんな制度があったのなら，何で業者に，私

たちに教えてくれないのかということが，それは１００万円の工事で１０万円来るんです

けども，しかしここは最後に副市長に聞きたいのは，要綱がそう決まっているから，それ

は私は変えられると，すぐ，思うし，しかし手続はそうなんだけども，手続を踏みにじっ

て，何もかにも違法行為をしろというのとはわけが違うんじゃないかと。今からでも市が

きちっとその対象者には補助金が出るような仕組みにできるんじゃないかなと，それが違

法なんですか。そこだけ最後に聞かせてください。 

委員長（高重洋介君） 副市長。 

副市長（細羽則生君） 現在運用しております要綱等につきましては，それを遵守すると

いう部分が基本的には大事なことだというふうに考えております。 

 例えば制度等を変える部分につきましては，その状況等を見ながら検討した上で変えて

いくべきだというふうに考えておりますので，今回の部分の事案が周知が全くできていな

かったのかという部分については，論点がいろいろとあるところだと思いますので，そこ

の部分についてはちょっと今の段階ではお答えできません。 

委員長（高重洋介君） その他。 
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 宮原委員。 

 宮原さん，マイクお願いします。 

委員（宮原忠行君） 済みません。先ほど松本委員との議論の中で，地方創生先行型の交

付金，これが交付決定を受けられなかったという点についてちょっと指摘なりをしておき

たい思うんですけれども。 

 ちょうど１年前の３月議会において，その時もう既に石破地方創生担当大臣等を通じ

て，今回の地方創生交付金は従前のようにいわゆるばらまき交付金ではないですよと，地

域の特性を生かした創意ある意欲と実践，そしてその計画が実際に効果測定ができるもの

でないと交付金はつけませんよと，こういうことだったわけです。ですから，そういう政

府の方針が表明されている中で，竹原市としてどうされるんですかという一般質問をさせ

て頂いたわけです。そして，当時の，前任になりますけれども，企画政策課長は竹原市総

合計画の後期計画がありますから，それで十分備えておりますから，その点については御

心配なくというような，こういうことだったわけです。しかし，結果としてそれが交付の

決定が受けられなかったというのはまさに内閣府において，そのことが竹原市の特性を生

かした創意ある施策として効果がはっきりと確認できるという計画ではないということ

で，門前払いというか，採択をされなかったんじゃないかと，こういうふうに考えている

わけです。 

 このように考えてよろしいのかどうかについての見解をお示し願いたいということと，

もう一点，時間も迫ってきておりますから，区画整理に関わって，ちょうど１年前，副市

長は前任の後藤部長の後を受けられて，区画整理がいよいよもって計画事業年度も間近に

迫ってきたと，そしてそうであるがゆえに，積極的かつ大胆にこの事業を進めていくため

の補助申請活動を行ってまいりますと，そして同時にそれを行った結果，これだけの予算

が，補助金の，そしてまた同時に公共施設管理者負担金，いわゆる公管金についても予算

計上させて頂きましたと，こういうふうに説明をして頂いたわけです。それで，その当時

は私の方も今の４３２の東側について一日も早く接続をしなさいよと，これが大きな事業

進捗の大事なポイントになるんじゃないんですかということを申し上げてきました。そし

て，何とか当事者の御努力と御理解，御協力によってそれは実現できてきた。にも関わら

ず，こういう結果です。この減額しているわけだから。 

 そうすると，事業の終了年度へ向けて，おそらく今のこの調子だったら，事業年度の終

了が難しくなってくるんじゃないかということも危惧せざるを得ない状況です。そうなっ
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てくると，果たして補助金とか等々が，言えば事業を進めるための財源が計画どおり確保

できるだろうかという心配が出てくるわけです。そうすると，やはりこういう結果になっ

たことを踏まえて，もう時間が多くありませんから，当時の担当部長また現時点における

事務担当の副市長として，この時点をどのように捉まえて来年度の予算，これから話しし

なければなりませんけれども，事業の執行に向けてどのように努力されていく決意であら

れるか，ちょっとお示し願いたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 副市長。 

副市長（細羽則生君） まず，前段の農林水産アクションプランの部分につきましては，

今おっしゃられるように全体の交付金の要項の部分の中で，地方の独自性をいかに出して

いくのかという部分が重きを置かれているという部分でございます。さらには，その計画

の中にどういうふうな形で自立していくのかという部分という形の大きな２点の部分の論

点があったんではないかというふうに思います。我々の方としましても，農林水産業の部

分については喫緊の課題であるということで，例えば事業者の方々あるいは農家の方々が

どういう経済状況あるいは運営状況になっているのかというところも含めて，どういう展

開をしていけばいいのかというような形で計画書をつくらせて頂いて，それがある意味市

の独自的な考え方で，さらには発展的なものにつながっていくんではないかということで

申請をさせて頂いたわけでございますが，全国の状況を見ますと，やっぱり農林水産業と

いう部分につきましては，どこも同じような課題を抱えているということで，結果として

独自性が見出せなかったんではないかなというふうに思っていますが，ただ，そこの部分

についてはやっぱりやらなければいけないということで，必要な部分につきまして，減額

補正という形になっておりますが，対応させて頂きたいという方向で進んでいるというふ

うに御理解頂ければと思います。 

 もう一点の区画整理事業の部分につきましては，今おっしゃられましたように，関係者

の方々の御協力を頂きながら少しずつでも進捗しているということは事実でございます。

ただ，予算的な状況という部分でいきますと，先ほどお話しさせて頂きましたように，全

体的に交付金事業という部分が下がっていると。特に面整備の部分につきましては，大き

く県内全体を見ましてもかなり低い状況で推移しているというのが事実でございます。と

はいいながら，我々としてもやっぱり効果が発現するためには，事業予算の確保というの

が重要というふうに考えておりますので，公管金の部分を含めて，予算の部分につきまし

ては一定の目途が立ってきたというところもございますので，満額つけて頂けるように私
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どもとしましても働きかけていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） 総括質問の時でも申し上げましたけど，やはり区画整理が進むこと

によって小売業の進出等，またそれが全てとは言いませんけど，ホテルの建設等もあった

んでしょうけれども，ある意味で言えば有効求人倍率も相当高いレベル，おそらく状況で

言えば完全雇用に近い状況が出たと思うんです。そうしますと，やはりそうしたことが市

民の皆さん，地権者は当然ながら，また市民の消費生活とかいろんな面で区画整理の事業

効果というものが実感をして頂けるような状況が私出てきていると思うんです。 

 そうしますと，来年度予算はまだ見ておりませんけれども，是非ともそうしたものを踏

まえながら何とか一番ベストは計画年度内の事業完工でありますけれども，仮にそれが難

しくても，少なくとも何年先になるというようなことになるなら，また財源の問題等出て

きますから，何としても今こうした市民からある程度，ある意味で言えば全市民的な理解

が進んで，区画整理に対する好感度というのは相当高まっていると思うわけです。ですか

ら，そういったことも踏まえて，しっかりと来年度以降の予算の確保と，その執行に向け

て改めてその決意のほどをお示し願いたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 副市長。 

副市長（細羽則生君） 区画整理事業につきましては，市の中心部の重要な事業というふ

うに認識しております。今おっしゃられますように，沿道利用というような形の中でいろ

んな企業が進出しているというのは事実でございますし，有効求人倍率の部分もたしか

１．０５を超えているような状況になっているというふうなこともございますので，その

流れを閉ざさないように面整備が進むように努力していきたいと思います。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） その他ないようでございましたら，自由討議を行いたいんです

が，休憩を挟んだ方がよろしいですか。 

 ちょっと３時半まで，３時半から。 

 それでは執行部の方は退席をお願い致します。ありがとうございました。 

              午後３時２７分 休憩 
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              午後３時２９分 再開 

委員長（高重洋介君） それでは，休憩を閉じて会議を再開致します。 

 事務分掌の変更が考えられることを踏まえまして，委員会の所管事務が変わりますの

で，２６日開催の委員会で皆さんの意見をお聞きしたいと思いますので，よろしくお願い

を致します。明日です，明日の委員会でお聞きしますので，よろしくお願い致します。 

 ほかにないようでしたら，初回はこの程度にとどめ，次回は２６日金曜日の１３時から

会議を再開することにし，本日はこれにて散会を致します。 

 お疲れさまでした。 

              午後３時２９分 散会 

 

 


